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3月
1 3 7 △ 4 213 182 31
1 2 6 △ 4 123 123 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 △ 1 18 17 1
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 72 42 30
0 0 65 △ 65 1,767 1,829 △ 62
0 0 0 0 4 7 △ 3

焼 死 等 0 0 0 0 焼 死 等 4 6 △ 2
放火自殺 0 0 0 0 放火自殺 0 1 △ 1

1 1 3 △ 2 28 30 △ 2

1 1 0 1 1 42 26 16
2 1 0 1 2 36 31 5
3 1 2 △１ 3 18 15 3
4 4 13 10 3
5 5 11 16 △ 5

【３月中の火災】
１日　建物火災　尾月　２階建て専用住宅内の洗濯乾燥機１基を焼損

本郷中央地区 0 連合未加入 0
合　　　計 3

笠間地区 0 上郷西地区 2
小菅ケ谷地区 0 上郷東地区 0

※本年数値は速報のため変更する場合があります。

栄区連合町内会別火災発生状況

豊田地区 0 本郷第三地区 1

配線器具

電気機器

令和４年 増△減
放火（疑い含む） 放火（疑い含む）

こんろ たばこ

主　な　出　火　原　因 主　な　出　火　原　因

種     別 令和５年 令和４年 増△減 種    別 令和５年

電気機器 こんろ

損
害

焼損床面積

損
害

焼損床面積
死　者 死　者

負　傷　者 負　傷　者

林　　野

年     別
令和５年

令和４年 増△減 年     別 令和５年

そ  の  他 そ  の  他
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令和５年3月31 日現在
栄　    　区　    　内 横　　　浜　　　市　　　内

火 災 発 生 状 況 火 災 発 生 状 況

林　　野
車　　両 車　　両
船　　舶 船　　舶
航  空  機 航  空  機

令和４年 増△減
累計

件    数 件    数

火
災
種
別

建　　物

火
災
種
別

建　　物

栄区内の火災・救急状況について

火災情報

区連会４月定例会資料令和

５年4月20日

栄 消 防 署



　

３月
587 1,848 1,840 8 57,899
413 1,359 1,339 20 40,821
28 51 59 △ 8 2,037

124 362 361 1 10,700
22 76 81 △ 5 4,341

 

　　

　　　　　　　　

141
そ  の  他 そ  の  他 △ 65

※ 本年数値は速報のため、変更する場合があります。

急    病 急    病 210
交 通 事 故 交 通 事 故 25
一 般 負 傷 一 般 負 傷

40,611
2,012

10,559
4,406

令和４年 増△減
累計

件    数 件    数 311

年     別
令和５年

令和４年 増△減 年     別

57,588

令和５年

令和５年3月31 日現在
栄　    　区　    　内

救　急　状　況

横　　　浜　　　市　　　内

救　急　状　況

救急情報

お問合せ先 栄消防署総務・予防課 ☎／FAX 892-0119

・家の周りは整理整頓し、燃えやす

い物を置かないようにしましょう。

・ゴミは決められた日時・場所に出

しましょう。

・家の周りに常夜灯や人感センサー

ライトを設置しましょう。

・物置や車庫は鍵をかけましょう。

家の周りを確認！



初期消火器具設置費用の一部補助について 

消防局では、自治会町内会が初期消火器具を設置・更新（器材全て又は一部）する費用の

一部を補助する事業を行っており、この度、補助金交付申請の受付を開始します。 

１ 申請要件 

下記３つに当てはまる単一の自治会町内会が対象となります。 

(1) 地域に消火栓がある。

(2) 家屋が密集し、火災が発生した場合に延焼拡大のおそれがある。

(3) 定期的に訓練を実施できる。

２ 申請方法 

(1) 受付期間：令和５年４月３日（月）～９月 29日（金）

(2) 申請方法：申請書に必要事項を記入の上、最寄りの消防署に御提出をお願いします。

※ 申請書は横浜市ウェブサイトからダウンロード、または最寄りの消防署でお渡しし

ます。

「横浜市 初期消火器具」で検索 

３ 補助の対象経費 

(1) 初期消火器具の新規設置及び器材全ての更新設置の場合

初期消火器具の整備に要する経費（税込金額）の２/３に相当する額とし、１件あた

り 20万円を上限とします。 

(2) 初期消火器具の一部更新設置の場合

消防用ホースなど器材の一部の更新や、自治会町内会が所有している初期消火箱の

新たな器材（スタンドパイプ・台車）への更新経費（税込金額）の２/３に相当する額

とし、１件あたり７万円を上限とします。 

４ お問合せ先

栄消防署 総務・予防課 予防担当 TEL 892-0119 

初期消火箱（固定式）

区連会４月定例会説明資料 

令 和 ５ 年 ４ 月 2 0 日 

栄 消 防 署 

スタンドパイプ式

初期消火器具(可搬式) 

初期消火器具とは？ 

初期消火器具には、初期消火箱（固定式）とスタンドパ

イプ式初期消火器具（可搬式）の２種類があり、消防車が

進入できない道路狭隘地域等においても、市民の皆さまが

消火栓にホースを直接接続し、有効な初期消火活動を行う

ことができる消火器具です。特にスタンドパイプ式初期消

火器具は機動性に優れ、容易に取り扱うことができます。
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資料 No. 4

「よこはま防災 e-パーク」の創設について 

時間や場所にとらわれることなく、ウェブサイト上で動画等のコンテンツにより防災を学べる 

「よこはま防災 e-パーク」について、市民利用を開始しました。 

１ 利用開始日 

令和５年４月 12日（水） 

２ よこはま防災 e-パークの概要 

(1) 目的

防火、防災、救急に関する知識を学び、市民一人ひとりがいざという時への備えを進めていた

だくことを目的としています。 

(2) 学習方法

ウェブサイト上から自由に学習

(3) 内容

火災予防や風水害への備え、応急手当などについての動画や確認テストの「一般」、「子ども」、

「地域防災」、「事業所」の 4つのコース 

(4) 実技講習

一般コースの修了者のうち希望者に対して実技講習を開催します。

ア 実施場所：横浜市民防災センター（神奈川区沢渡４-７）

イ 実施時期：６月から毎月１回から２回程度実施

ウ 予約方法：一般コース終了後、ウェブサイト上（よこはま防災 e-パーク内）から予約

エ 主な内容：消火器の取扱い方法、AEDの取扱い方法、水災害体験 など

３ 御依頼事項 

 「よこはま防災 eパーク」について、別添のチラシ（掲示板掲出用）等を活用し、自治会・町内

会の皆様へお知らせいただくようお願いいたします。 

「よこはま防災 e パーク」の動画コンテンツは、火災予防や風水害への備え、応急手当などに

ついて項目ごとに分かりやすく学ぶことができますので、自治会・町内会で行う防災研修等の機

会にも是非ご活用ください。 

なお、「よこはま防災 e-パーク」をさらに利用しやすいウェブサイトにするため、利用者の方に 

対してアンケートを実施します。ウェブサイト上からアンケートに回答いただけますので、御協 

力をお願いいたします。  

栄消防署総務・予防課 予防担当 

電話／FAX：045-892-0119 

区連会４月定例会説明資料 

令 和 ５ 年 ４ 月 日 

栄 消 防 署 
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自治会・町内会会長各位 

日本赤十字社栄区地区委員会 

委 員 長  堀口 和美 

会 長

栄 区 社 会

令和５年度日赤活動資金募集について（お願い） 

 平素から赤十字事業に対しては、一方ならぬご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げま

す。 

 令和４年度は事業推進の基盤である日赤活動資金募集にご協力いただき大変ありがとう

ございました。本年度も予定額として別紙のとおり募金額を設定させていただきましたの

で、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 なお、日赤の関係書類等を下記のとおり送付いたしますのでよろしくお取り計らいくだ

さい。 

（１）令和５年度日赤活動資金予定額一覧表（区全体・地区別）

（２）令和５年度日赤会員増強運動資材一覧表（地区別）

【募集期間】５月１日～６月３０日 

※今年度分の活動資金については令和５年８月末までにご送金くださいますようお願い

申し上げます。 

【窓口受付時間】祝祭日を除く、月～金 午前９時～午後５時 

資材についてのご要望（追加等）がありましたら下記事務局までご一報 

ください。なお、資材等の余剰分については、貴会で処分していただいて 

かまいません。 

※なお、ゆうちょ銀行を利用した現金での払い込みについては、【別紙】をご参照願います。

事務局：日本赤十字社栄区地区委員会  担当：小沼・根岸 

栄区桂町２７９－２９（栄区社会福祉協議会内） 

TEL ８９４－８５２１    FAX ８９２－８９７４ 

区連会４月定例会資料 

令和５年４月２０日 

栄区社会福祉協議会 



7,736,400 円
単位（円）

日赤活動資金 豊田 9,105 1,821,000

笠間 5,807 1,161,400

小菅ヶ谷 5,565 1,113,000

本郷中央 6,499 1,299,800

本郷第三 4,423 884,600

上郷西 3,389 677,800

上郷東 3,220 644,000

小計 38,008 7,601,600

その他 事務局 - 134,800

- 7,736,400

※実施期間：令和5年5月1日～6月30日

※目標額：日赤活動資金　対象世帯数×200円　　

※対象世帯数は令和5年1月1日現在の自治会・町内会加入世帯数から5％を控除し
たものです。

合　　計

　　　　　　　令和５年度日赤活動資金目標額

募金の種類 地区名 対象世帯数 目標額合計

日赤活動資金目標額　



 

令和５年４月２０日 

 

 

自治会・町内会会長各位 

 

                       社会福祉法人       

横浜市栄区社会福祉協議会 

会 長   田中 健次  

会 長 

栄 区 社 会 

令和５年度 区社協協力金について（お願い） 

 

 平素から栄区社会福祉協議会事業に対しては、一方ならぬご理解、ご協力を賜り厚くお

礼申し上げます。 

 令和４年度は地域福祉推進の基盤となる区社協協力金にご協力いただき大変ありがとう

ございました。本年度も予定額として金額を設定させていただきましたので、何卒よろし

くお願い申し上げます。 

    

 

 金 額    ： １世帯あたり３２円 

 地区別依頼額 ： 別添「予定額一覧表」のとおり 

 

【募集期間】５月１日～６月３０日 

※今年度分の活動資金については令和５年８月末までにご送金くださいますようお願い

申し上げます。 

【窓口受付時間】祝祭日を除く、月～金 午前９時～午後５時 

（日赤活動資金と同時にお預かりさせていただきます。） 

 

 

※なお、ゆうちょ銀行を利用した現金での払い込みについては、【別紙】をご参照願います。 

 

 

 

事務局：日本赤十字社栄区地区委員会  担当：小沼・根岸 

    栄区桂町２７９－２９（栄区社会福祉協議会内） 

TEL ８９４－８５２１    FAX ８９２－８９７４ 



1,237,824 円
単位（円）

区社協協力金 豊田 9,105 291,360

笠間 5,807 185,824

小菅ヶ谷 5,565 178,080

本郷中央 6,499 207,968

本郷第三 4,423 141,536

上郷西 3,389 108,448

上郷東 3,220 103,040

小計 38,008 1,216,256

その他 事務局 - 21,568

- 1,237,824

※実施期間：令和5年5月1日～6月30日

※目標額：　　区社協協力金　対象世帯数×32円

※対象世帯数は令和5年1月1日現在の自治会・町内会加入世帯数から5％を控除し
たものです。

合　　計

              令和5年度　区社協協力金目標額

募金の種類 地区名 対象世帯数 目標額合計

区社協協力金目標額　



【別紙】 

         ゆうちょ銀行での現金による払込みについて 

                             

 「日赤活動資金」及び「区社協協力金」のゆうちょ銀行での現金払込みについては、 

昨年度同様、以下の通り手数料がかかります。 

 

１ 払込み料金の加算 

  現金による払込みサービスのご利用１件につき、加算料金 110円を払込人が支払う 

ことになります。 

 

２ 硬貨取扱料金の新設 

  ゆうちょ銀行窓口への硬貨お持込みの場合、枚数に応じた料金がかかります。   

・1～50枚       無 料 

  ・51～100枚      550円 

  ・101～500枚      825円 

  ・501～1,000枚    1,100 円(1,001枚以上 500枚毎に 550円加算) 

 

※窓口では、ご入金額以外に、別途振込料金を用意する必要があります。 

 義援金等以外、上記１・２の料金のお支払いが必要となりますので、ゆうちょ銀行で現金

での払込み時には、恐縮ですがご負担をお願いいたします。自治会町内会で募った金額の一

部を手数料に活用いただいても結構です。ご入金いただいた金額を「募金・協力金額」とさ

せていただきます。 

 なお、区社協窓口へ現金をご持参いただく場合は手数料等の加算金が掛かりませんので、改 

めてご案内申し上げます。（区社協では、自動小銭選別機を購入済です。） 

 いろいろとご不便お手数をおかけし誠に恐縮ではございますが、ご理解くださいますよう

お願い申し上げます。 

   

事務局：日本赤十字社栄区地区委員会 

                         （栄区区社会福祉協議会） 

                        



令和５年度　日赤活動資金等依頼額一覧表（地区別）

豊田地区 （単位：円）

世帯数 対象世帯数
日赤活動資金
目標額＠200

区社協協力金
目標額＠32

目標額合計

1 飯島町内会 2300 2,185     437,000    69,920      506,920     

2 富士見台自治会 350 333        66,600      10,656      77,256       

3 飯島団地自治会 600 570        114,000    18,240      132,240     

4 飯島ひかりが丘自治会 324 308        61,600      9,856        71,456       

5 芙蓉台自治会 113 107        21,400      3,424        24,824       

6 百合ヶ丘自治会 151 143        28,600      4,576        33,176       

7 本郷台自治会 1570 1,492     298,400    47,744      346,144     

8 金井町内会 160 152        30,400      4,864        35,264       

9 田谷町内会 600 570        114,000    18,240      132,240     

10 長尾台町内会 800 760        152,000    24,320      176,320     

11 ｺｰﾌﾟ野村戸塚長沼自治会 73 69         13,800      2,208        16,008       

12 長沼町内会 1400 1,330     266,000    42,560      308,560     

13 栄ﾘﾍﾞﾗﾋﾙｽﾞ自治会 90 86         17,200      2,752        19,952       

14 みどり野ﾊｲﾂ自治会 179 170        34,000      5,440        39,440       

15 かいがら坂ﾊｲﾂ自治会 100 95         19,000      3,040        22,040       

16 ﾆｭｰｼﾃｨｰ本郷台ﾊﾟｰｸﾋﾙｽﾞ自治会 167 159        31,800      5,088        36,888       

17 ｴｺﾋﾙｽﾞ横浜自治会 196 186        37,200      5,952        43,152       

18 ワンダースケープ自治会 411 390        78,000      12,480      90,480       

計 9,584     9,105     1,821,000  291,360    2,112,360   

※実施期間：令和5年5月1日～6月30日

※対象世帯数は令和5年1月1日の自治会・町内会加入世帯数から5％を控除したものです。



令和５年度　日赤活動資金等依頼額一覧表（地区別）

笠間地区 （単位：円）

世帯数 対象世帯数
日赤活動資金
目標額＠200

区社協協力金
目標額＠32

目標額合計

19 大船ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ自治会 161 153        30,600      4,896        35,496       

20 笠間上町町内会 200 190        38,000      6,080        44,080       

21 笠間山王町内会 160 152        30,400      4,864        35,264       

22 笠間町内会 340 323        64,600      10,336      74,936       

23 笠間西南町内会 99 94         18,800      3,008        21,808       

24 笠間田立町内会 900 855        171,000    27,360      198,360     

25 笠間中央町内会 510 485        97,000      15,520      112,520     

26 笠間通り町町内会 710 675        135,000    21,600      156,600     

27 笠間福住町内会 189 180        36,000      5,760        41,760       

28 笠間宮上町内会 183 174        34,800      5,568        40,368       

29 笠間余曽根町内会 215 204        40,800      6,528        47,328       

30 第２大船ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ自治会 307 292        58,400      9,344        67,744       

31 第３大船ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ自治会 305 290        58,000      9,280        67,280       

32 松ヶ丘町内会 212 201        40,200      6,432        46,632       

33 ﾗｲﾌﾞﾀｳﾝ大船自治会 126 120        24,000      3,840        27,840       

34 ガーデンアソシエ自治会 1494 1,419     283,800    45,408      329,208     

計 6,111     5,807     1,161,400  185,824    1,347,224   

※実施期間：令和5年5月1日～6月30日

※対象世帯数は令和5年1月1日の自治会・町内会加入世帯数から5％を控除したものです。



令和５年度　日赤活動資金等依頼額一覧表（地区別）

小菅ヶ谷地区 （単位：円）

世帯数 対象世帯数
日赤活動資金
目標額＠200

区社協協力金
目標額＠32

目標額合計

35 市営小菅ヶ谷第２住宅自治会 104 99         19,800      3,168        22,968       

36 春日町内会 322 306        61,200      9,792        70,992       

37 小菅ヶ谷五月会 83 79         15,800      2,528        18,328       

38 小菅ヶ谷第一町内会 1378 1,309     261,800    41,888      303,688     

39 小菅ヶ谷町内会 1121 1,065     213,000    34,080      247,080     

40 小菅ヶ谷睦会町内会 130 124        24,800      3,968        28,768       

41 市営小菅ヶ谷住宅自治会 292 277        55,400      8,864        64,264       

42 市営本郷台住宅自治会 237 225        45,000      7,200        52,200       

43 本郷台駅前市街地住宅自治会 400 380        76,000      12,160      88,160       

44 本郷台中央自治会 304 289        57,800      9,248        67,048       

45 大船富士見台自治会 140 133        26,600      4,256        30,856       

46 東武本郷台自治会 316 300        60,000      9,600        69,600       

47 小菅ヶ谷西谷戸町内会 1030 979        195,800    31,328      227,128     

計 5,857     5,565     1,113,000  178,080    1,291,080   

※実施期間：令和5年5月1日～6月30日

※対象世帯数は令和5年1月1日の自治会・町内会加入世帯数から5％を控除したものです。



令和５年度　日赤活動資金等依頼額一覧表（地区別）

本郷中央地区 （単位：円）

世帯数 対象世帯数
日赤活動資金
目標額＠200

区社協協力金
目標額＠32

目標額合計

49 ｺｰﾌﾟ野村湘南本郷台自治会 198 188        37,600      6,016        43,616       

50 ｺｰﾌﾟ野村本郷台自治会 158 150        30,000      4,800        34,800       

51 ﾌﾛｰﾗ桂台自治会 375 356        71,200      11,392      82,592       

52 朝日平和台自治会 268 255        51,000      8,160        59,160       

53 桂台団地自治会 282 268        53,600      8,576        62,176       

54 公田町団地自治会 490 466        93,200      14,912      108,112     

55 公田ﾊｲﾂ自治会 209 199        39,800      6,368        46,168       

56 椎郷台町内会 76 72         14,400      2,304        16,704       

57 湘南ﾊｲﾂ自治会 605 575        115,000    18,400      133,400     

58 桂公田町会 1385 1,316     263,200    42,112      305,312     

59 桂台自治会 1000 950        190,000    30,400      220,400     

60 湘南桂台自治会 1643 1,561     312,200    49,952      362,152     

61 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾗｽ本郷台自治会 150 143        28,600      4,576        33,176       

計 6,839     6,499     1,299,800  207,968    1,507,768   

※実施期間：令和5年5月1日～6月30日

※対象世帯数は令和5年1月1日の自治会・町内会加入世帯数から5％を控除したものです。



令和５年度　日赤活動資金等依頼額一覧表（地区別）

本郷第三地区 （単位：円）

世帯数 対象世帯数
日赤活動資金
目標額＠200

区社協協力金
目標額＠32

目標額合計

62 鍛冶ヶ谷町内会 1570 1,492     298,400    47,744      346,144     

63 港南台ﾌﾟﾘﾝｽﾊｲﾂ自治会 400 380       76,000      12,160      88,160       

64 本郷富士見ケ丘自治会 250 238       47,600      7,616        55,216       

65 元大橋町内会 898 853       170,600    27,296      197,896     

66 若竹町内会 400 380       76,000      12,160      88,160       

67 若竹山手町会 125 119       23,800      3,808        27,608       

68 中野町内会 739 702       140,400    22,464      162,864     

69 ﾗｰﾊﾞﾝ港南台自治会 124 118       23,600      3,776        27,376       

70 ﾛｰﾚﾙｽｸｴｱ港南台自治会 148 141       28,200      4,512        32,712       

計 4,654     4,423     884,600    141,536    1,026,136   

※実施期間：令和4年5月1日～6月30日

※対象世帯数は令和5年1月1日の自治会・町内会加入世帯数から5％を控除したものです。



令和５年度　日赤活動資金等依頼額一覧表（地区別）

上郷西地区 （単位：円）

世帯数 対象世帯数
日赤活動資金
目標額＠200

区社協協力金
目標額＠32

目標額合計

71 犬山町会 1200 1,140     228,000    36,480      264,480     

72 尾月自治会 386 367        73,400      11,744      85,144       

73 上之町内会 770 732        146,400    23,424      169,824     

74 亀井町自治会 425 404        80,800      12,928      93,728       

75 上郷西ヶ谷団地自治会 326 310        62,000      9,920        71,920       

76 上郷西ヶ谷ﾊｲﾂ自治会 320 304        60,800      9,728        70,528       

77 港南台ｺｰﾄﾊｳｽ自治会 139 132        26,400      4,224        30,624       

計 3,566     3,389     677,800    108,448    786,248     

※実施期間：令和5年5月1日～6月30日

※対象世帯数は令和5年1月1日の自治会・町内会加入世帯数から5％を控除したものです。



令和５年度　日赤活動資金等依頼額一覧表（地区別）

上郷東地区 （単位：円）権

世帯数 対象世帯数
日赤活動資金
目標額＠200

区社協協力金
目標額＠32

目標額合計

78 上郷町内会 720 684        136,800    21,888      158,688     

79 庄戸一丁目町会 215 204        40,800      6,528        47,328       

80 庄戸二丁目町会 180 171        34,200      5,472        39,672       

81 長倉町自治会 197 187        37,400      5,984        43,384       

82 上郷ﾈｵﾎﾟﾘｽ自治会 806 766        153,200    24,512      177,712     

83 東上郷青葉ヶ丘自治会 237 225        45,000      7,200        52,200       

84 上郷台共同住宅自治会 106 101        20,200      3,232        23,432       

85 みどりが丘自治会 420 399        79,800      12,768      92,568       

86 庄戸三丁目町会 320 304        60,800      9,728        70,528       

87 庄戸四丁目町会 188 179        35,800      5,728        41,528       

計 3,389     3,220     644,000    103,040    747,040     

※実施期間：令和5年5月1日～6月30日

※対象世帯数は令和5年1月1日の自治会・町内会加入世帯数から5％を控除したものです。



GREEN×EXPO 2027 の周知に向けた 
御協力について（依頼） 

2027 年、横浜市で初の万博となるGREEN
グ リ ー ン

×EXPO
エ ク ス ポ

 2 0 2 7
二―ゼロニーナナ

（２０２７年国際園

芸博覧会）が開催されます。GREEN×EXPO 2027 では、圧倒的な花と緑で来場者を

魅了するとともに、グリーンイノベーションによる新しい社会の実現を横浜から発

信する、世界的な万国博覧会を目指しています。 

2027 年の開催に向けて、市民の皆さまと一緒に機運を高めていきたいと考えてい

ます。つきましては、別添の広報チラシを自治会町内会の掲示板に掲出いただき、市

民の皆さまへの周知に御協力くださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

１ 掲出場所について 

自治会町内会掲示板 

２ 問合せ先について 

GREEN×EXPO 2027 に関するお問い合わせは、 

横浜市コールセンター：045-664-2525 もしくは下記担当までお願いします。 

【参考：GREEN×EXPO 2027 の基本情報】 
テーマ 幸せを創る明日の風景～Scenery of the Future for Happiness~ 

開催期間 2027 年３月 19 日 （金曜日）～ ９月 26 日 （日曜日） 

開催場所 旧上瀬谷通信施設（旭区・瀬谷区） 

博覧会識別 A1（最上位）クラス 
万国博覧会、かつ、世界最上位クラスの国際園芸博覧会として、
開催します。 

参加者数 1,500 万人（地域連携や ICT 活用などの多様な参加形態を含む） 
有料来場者数：1,000 万人 

博覧会区域 約 100ha （内、会場区域 80 ha） 

開催者 公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会 

市 連 会 ４ 月 定 例 会 説 明 資 料 

令 和 ５ 年 ４ 月 1 2 日 

都市整備局国際園芸博覧会推進課 

★博覧会の最新情報は、以下ホームページでご確認いただけます。

https://expo2027yokohama.or.jp/ 

担当：都市整備局国際園芸博覧会推進課 河野、岩下 

連絡先：671-4627 

業務メール：tb-engeihaku@city.yokohama.jp 

〈裏面あり〉 

資料No.６



2027年に神奈川県横浜市（旧上瀬谷通信施設）で開催される国際園芸
博覧会の略称です。 「植物」、「花」、「緑」を総称し、「自然」、「環境にやさ
しい」という「GREEN」、 国際的に共通する課題の解決に寄与する国際
博覧会「EXPO」という語を掛け合わせ、 これからの自然と人、社会の持続
可能性を追求し、世界と共有する場であることを表現しました。 日本では
1990年の大阪花の万博以来37年ぶりとなる最上位(A1クラス)での
開催で、 BIE（博覧会国際事務局）認定の万博でもあります。

「GREEN×EXPO 2027」では、季節ごとに咲き誇る美しい花や緑に彩られた庭園を見たり、世界中の食・文化・
ふれあいを五感で楽しんだり、最先端の園芸や農業の技術に触れるなど今までにない様々な世界を体感でき
ます。そして、自然と人をつなげ、自然とともに生きる持続可能で多様な新しい暮らしのモデルを提案・共有します。

会場

南町田
グランベリー
パーク

会場までのアクセス

瀬谷 三ツ境

成田空港

羽田空港

十日市場

横浜港

新横浜

新宿

鉄道

長津田

菊名

西谷

羽沢横浜国大

東急田園都市線

相鉄本線

至 大阪・京都

至 金沢・新潟・仙台

JR横浜線

東京

品川

渋谷

新幹線
バス等
シャトルバス（予定）
シャトルバス発着駅候補（予定）

とは？

テーマ 幸せを創る明日の風景
Scenery of the Future for Happiness

37年ぶりの
日本開催

A1クラスの
国際園芸博覧会

開催概要・開催場所

開催場所

開催期間

博覧会区域

神奈川県横浜市（旧上瀬谷通信施設）
※旭区・瀬谷区に位置

2027年3月19日（金）～9月26日（日）

約100ha （内、会場区域 80ha）

https://expo2027yokohama.or.jp/

Webサイトはこちら

五感で楽しむ世界の食体験農とのふれあい風景を彩る庭園

コンペティション 多様な参加者との交流多彩な行催事

広報ツール A4チラシ裏面（H297×W210mm）

0317入稿 書類名：0317_EXPO2027_広報ツールA4チラシ_裏面_入稿OL.ai
■4C ■リンク画像CMYK実画像 ■文字全てOL化済み ■Illsutrator 2020

【参考】GREEN×EXPO 2027の概要



 

地域の防災活動を進めるうえで日頃の疑問や分からないことの解消に参考となる知識を学んでいただく

研修です。積極的な受講をよろしくお願いいたします。

１ 研修対象者

「町の防災組織」のメンバーの方（研修の成果を「町の防災組織」の活動につなげていただくため、

お手数ですが、代表者の方からご推薦をお願いします。）

※各組織から２名まで推薦可能です。

※家庭防災員や防災ライセンス講習会を、

受講された方も推薦可能です。

※推薦は任意です。

２ 研修内容（集合）

（１）「防災・減災推進研修＜基礎編＞」研修カリキュラム 

13:00 

～ 

14:15 

【講義】

「町の防災組織について知ろう」

「関東大震災を振り返りながら、現在の横浜市

の防災対策について知ろう」 

○「町の防災組織」の役割や地域との連携につい

て学びます。

○今年で関東大震災から 100 年を迎え、災害を

振り返りながら現在の横浜市の防災対策や自

助・共助について学びます。

14:25 

～ 

17:00 

【グループワーク】

「地域の特性を踏まえた事前の備えを考えよう」 

○発災後、経過時間ごとに、自分のすべき行動、

地域で何をすべきか等、議論します。

※開催日時によって一部カリキュラムの順番が異なります。

（２）開催日時

【時間】13：00～17：00 

日程 場所 定員 

７月１日（土） 横浜市民防災センター（横浜駅） ７0 名 

７月３日（月） 横浜市民防災センター（横浜駅） ７0 名 

７月 15 日（土） 保土ケ谷公会堂（星川駅） ７0 名 

７月 19 日（水） 横浜市民防災センター（横浜駅） ７0 名 

７月 29 日（土） 青葉区役所（市が尾駅） ６0 名 

８月５日（土） 戸塚区役所（戸塚駅） ６0 名 

 

👷👷 こちらの研修を受け

て防災に興味をもち、

今では防災マニアに

なりました。

【受講者の声】

令和５年 防災・減災推進研修＜基礎編＞のご案内 

市連会 ４月定例会説 明資料

令 和 ５ 年 ４ 月 1 2 日

総 務 局 地 域 防 災 課

資料No.７



３ 申し込み方法

「防災・減災推進研修＜基礎編＞」推薦書に、必要事項をご記入のうえ、郵送、ＦＡＸまたは電子メー

ルにて、６月５日（月）まで（必着）に、以下の宛先にお申し込みください。

申し込みの受付や受講者決定通知の送付等は、イマジネーション株式会社に委託しています。 

◆「防災・減災推進研修＜基礎編＞」推薦書（別紙１）

４ 受講者の決定

6 月中旬～下旬ごろまでに、受講決定の通知を、受講者あてにお送りいたします。 

※希望者が、定員を超えた場合、「各区の受講者数のバランスや過年度の受講状況」などを考慮し、受講者

を決定させていただきますのでご了承願います。

５ 自宅学習編のご案内（よこはま防災 e-パーク 地域防災コース） 
WEB サイトで横浜市が指定する動画等を視聴し、修了証の発行を希望される方は「防災・減災推進研修

＜基礎編＞」を受講したものとします。下記二次元コードまたは URL より指定のサイトにアクセスしてい

ただくことで、動画の視聴から修了証の発行までご受講いだけます。是非、こちらもご活用ください。 

◆研修受講はコチラ

右記ホームページの基礎編（自宅学習編）から、 

【研修受講用サイト】に進みます。 

サイト内の「地域防災コース」からログインしていただき、ご受講ください。

なお、昨年度と同様に DVD 等動画視聴の方法でご受講いただいた方で、修了証発行を希望される場合に

は、お手数ですが「修了証発行申請書」（別紙２）を総務局地域防災課まで送付ください。 

申請書受付期間：令和５年６月５日（月）から令和６年３月 20 日（水）まで 

６ お問い合わせ

研修の申し込み方法等について（申し込みの受付業務を以下に委託しています） 

担当：イマジネーション株式会社 電話：０４５-３３０-４７０５ 

研修の内容や自宅学習編の申し込み方法等について 

担当：横浜市総務局地域防災課（長谷川、鈴江） 電話：０４５-６７１-３４５６ 

７ その他

※当日午前８時の時点で「警報」または「特別警報」が横浜市域に発令されている場合や悪天候等の理由に

より中止することがあります。当日中止と判断した場合には、当日午前８時以降に横浜市ホームページにて

ご案内いたします。PC・スマートフォン等をお持ちでない方は、横浜市コールセンターまで御連絡下さい。 
＜研修に関するホームページはこちら＞   横浜市 防災・減災推進研修

＜横浜市コールセンター＞ ０４５-664-2525 (平日・土日祝日いずれも 8：00～21：00) 

【宛先】イマジネーション株式会社 

〇郵送：〒231-8799 横浜港郵便局留 イマジネーション株式会社宛 

〇ＦＡＸ：０４５-８４５-５５００  

〇電子メール：yokohama-bousai@imagination.co.jp 

横浜市 防災・減災推進研修 検索

検索



イマジネーション株式会社 行

年 月 日 

自治会・町内会等団体名

代表者名

住       所 〒 

電       話 

「防 災 ・ 減 災 推 進 研 修 ＜基 礎 編＞」 推 薦 書 

令和５年の「防災・減災推進研修＜基礎編＞」受講者として、次の方を推薦します。 

氏名
し め い

 住所 電話番号 

〒 

〒 

・各組織から２名まで推薦することができます。

・氏名は楷書で、ふりがなを付け、住所は棟室番号までご記入ください。

・６月５日 （月） まで （必着） にご送付ください。

【受講希望日】受講可能日（太枠）に〇をつけてください。 

※日程調整の都合上、できる限り多くの日程に〇のご記入をお願いします。

実施日 

【第１回】 

７月１日（土） 

13:00～17:00 

【第２回】 

７月３日（月） 

13:00～17:00 

【第３回】 

７月15日（土） 

13:00～17:00 

【第４回】 

７月19日（水） 

13:00～17:00 

場所 横浜市民防災センター 横浜市民防災センター 保土ケ谷公会堂 横浜市民防災センター 

受講可能日 

実施日 

【第５回】 

７月29日（土） 

13:00～17:00 

【第６回】 

８月５日（土） 

13:00～17:00 

場所 青葉区役所 戸塚区役所 

受講可能日 

（お住まいの地域の類型） あてはまる類型に○をしてください。 

① 戸建て中心

② マンション等の集合住宅中心

③ 戸建てと集合住宅が半々混在

※グループワークの際に、グループ

分けするために使用させていただき

ます。

【宛先】イマジネーション株式会社 

〇郵送：〒231-8799 横浜港郵便局留 イマジネーション株式会社宛 

〇ＦＡＸ：０４５-８４５-５５００  

〇電子メール：yokohama-bousai@imagination.co.jp 

別紙１ 





総務局地域防災課 行 

令和  年 月 日 

自治会・町内会等団体名

代表者名

住       所 

電       話 

「防災・減災推進研修＜基礎編＞」修了証発行申請書 

次の方は指定された防災動画を閲覧しました。「防災・減災推進研修＜基礎編＞」の修了証の発行を申

請します。 

氏名 住所 電話番号 

〒 

動画名（収録時間） 閲覧完了 

防災よこはま（約24分） 

新型コロナウイルス感染症を踏まえた災害時の避難（約５分） 

風水害への備え：マイ・タイムラインの作成（約17分） 

地震への備え：家具転倒防止・感震ブレーカー（約８分） 

町の防災組織の取り組み（約17分） 

マンションの防災対策について（約14分）

※すべての動画を閲覧していただくことが修了証発行の条件となります。

※それぞれの動画について、閲覧完了欄にチェックをお願いします。
※組織内で取りまとめてご提出される場合は、本紙の氏名欄に「裏面のとおり」と

記載し、裏面に希望者全員分の「氏名」・「住所」・「電話番号」をご記入のうえご提出ください。

【動画の案内】下記横浜市ホームページの掲載動画より閲覧をお願いします。 

ウェブサイトURL

【備考】 

修了証発行の申込みにあたり収集する氏名、住所、電話番号の個人情報は「横浜市個人情報の保護に

関する条例」の規定に従い、適正に管理し、修了証の送付や研修のご案内等、事務局から連絡の必要が

生じた場合にのみ利用します。 

修了証には、【防災よこはま】及び【ヨコハマの「減災」アイデア集】等、地域防災活動を推進して

いただくうえで、参考となる資料を同封する予定です。また、申請書提出から修了証発行までに、数週

間から数か月程度お時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。 

閲覧した動画に 

チェック（✔）

別紙２ 

横浜市 防災・減災推進研修 検索 

二次元コード 

申請書送付先・問い合わせ先 
※申請書はメール、FAX、郵送いずれかで送付してください。

総務局地域防災課（長谷川・鈴江）

TEL：045-671-3456 FAX：045-641-1677

メール：so-gensai@city.yokohama.jp

住所：〒231-0005 横浜市中区本町６丁目50番地の10 10階



氏名 住所 電話番号 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

取りまとめ用紙 



地震火災や風水害の備えなど地域特性に応じた防災活動について、アドバイザーを派遣して支援する研修です。 
是非お申込みください。

１ 実施方法

（１）対象・・・・・・・・・・・自治会・町内会、マンション管理組合等

（２）日数・・・・・・・・・・・１地域につき、１日１時間半～３時間程度

（３）日時・・・・・・・・・・・日程については地域の方と調整させていただきます。

（４）場所・・・・・・・・・・・原則、アドバイザーが地域に伺いますが、研修場所の確保をお願いします。

２ 研修内容について

下記②～⑤の中から最大３つまで選択し、①と希望されたプログラム及び所要時間を基に内容を決定します。 
支援編お申込み後に、具体的な研修内容をアドバイザーと調整させていただきます。

研修プログラム（全団体共通） 所要時間

① 地域における被害想定 / 基本的な災害への備え（自助・共助の取組） 30 分 
研修プログラム（自由選択） 所要時間

② 風水害への備え（マイ・タイムラインの作成支援等） 30 分～60 分 
③ 地震火災への備え（地震火災の危険性、感震ブレーカー設置助成 等） 30 分～60 分 
④ マンション防災 60 分 
⑤ グループワーク（災害時のケーススタディー、地域の危険性の把握 等） 60 分 

３ 申し込み要件

●複数(５人以上)の研修参加者を確保することができる

●研修実施場所を確保することができる

４ お申し込み・お問い合わせ

別紙申請書に必要事項のご記入のうえ、郵送、ＦＡＸまたは電子メールにて 6 月５日（月）まで（必着）に以

下へお申し込みください。また、支援編の申込に関するご相談も下記担当までご連絡ください。 

５ 研修受講の決定

研修受講の決定を、アドバイザーから申請者あてに７月中旬頃お伝えします。研修内容については申請者宛に

調整させていただきます。また、申込状況や気象警報の発令等により、研修日を再調整することがあります。 

希望する地域が多数の場合、今年度の派遣を見送りさせていただくことがありますので予めご了承ください。 

※新型コロナウイルス感染症対策について、国等の方針に基づき、研修開催時に感染症対策の実施をお願いする可能性があります。

 

【申 込 先】郵送：〒231-0005 横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10 10 階 長谷川・鈴江宛 

ＦＡＸ：０４５-６４１-１６７７ 

メール：so-gensai@city.yokohama.jp

※電話でのお申し込みは受付しておりません。

【問合せ先】総務局地域防災課 長谷川・鈴江（ＴＥＬ：０４５-６７１-３４５６）※問合せはメールも可 

令和５年 防災・減災推進研修＜支援編＞のご案内 

市連会 ４月定例会説 明資料

令 和 ５ 年 ４ 月 1 2 日

総 務 局 地 域 防 災 課



年  月  日 

総務局地域防災課 行

 自治会・町内会等団体名 

申請者名 

 住   所 

電  話 

メールアドレス

防 災 ・ 減 災 推 進 研 修 ＜ 支 援 編 ＞ 申 請 書 

令和５年防災・減災推進研修＜支援編＞について申請します。 

地域の状況 

【住居形態】 □戸建て □共同住宅 □混在 

【防災活動状況】 □防災活動を実施している □実施していない 

実施している場合の活動例（ ） 

【防災組織体制】□構築されている □構築されていない 

研修プログラム ②～⑤で希望するものにチェックしてください(３つまで選択可)。 

プログラム 所要時間 ✔ 

① 地域における被害想定 / 基本的な災害への備え（自助・共助の取組） 30分 ✔ 

② 風水害への備え（マイ・タイムラインの作成支援等） 30分～60分 □ 

③ 地震火災への備え（地震火災の危険性、感震ブレーカー設置助成 等） 30分～60分 □ 

④ マンション防災 60分 □ 

⑤ グループワーク（災害時のケーススタディー、地域の防災マップ作成 等） 60分 □ 

希望日 

第１希望（   ） 第２希望（ ） 第３希望（    ） 

※派遣期間は令和５年８月７日～令和６年３月31日です。可能な限り、複数の希望日をご記入ください。

※申込状況をふまえて派遣日を調整させていただきます。

希望時間 □１時間～１時間半 □２時間～２時間半 □３時間 

※①を含め、希望するプログラムの最大所要時間を確保するようにお願いします。

実施場所 （ ） 

※実施場所の確保をお願いします。また、可能な限り住所や施設名（例:●●自治会館）もご記入ください。 

参加者数（ ）人 ※原則５名以上の参加をお願いします。

自由記入欄（地域で困っていることなど、自由にご記入下さい。） 

同意事項（右の□にレ点チェックをしてください。） 

申し込みにあたって、派遣日及び研修内容の調整をするために、氏名や連絡先な

ど申請書に記載した情報を、研修アドバイザーへ提供することに同意します。 

✔ 

□ 

研修の申込みにあたり収集する氏名、電話番号、住所等の個人情報は「横浜市個人情報の保護に関する条例」の

規定に従い、適正に管理し、研修内容の調整や研修の中止等、連絡の必要が生じた場合にのみ利用します。 

別紙



家具転倒防止器具の

取付けを代行します！

～横浜市家具転倒防止対策助成事業（令和５年度）～

横浜市では、家具転倒防止対策の取組を支援するため

転倒防止器具の取付けを無料代行します。
（器具代は申請者のご負担となります。）

電話 045-662-2711 FAX 045-662-8981

一般社団法人横浜市建築士事務所協会　 ●受付時間：平日10時～16時

相談窓口 （横浜市が下記の事業者に運営を委託しています）

横浜市からのお知らせ

申込

期間 令和５年５月１日～令和６年１月31日

同居者全員が、下記の①～⑥のいずれかであること

① 65歳以上

② 身体障害者手帳の交付を受けている

③ 愛の手帳（療育手帳）の交付を受けている

④ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている

⑤ 介護保険法による要介護、又は要支援の認定を

受けている

⑥ 中学生以下

●事前調査及び取り付け作業は一般社団法人横浜

市建築士事務所協会が実施します。

●取付員は作業に必要な器材を持参するため、車で

訪問します。

●調査・作業時は、申請者の立会いをお願いします。

●初回訪問時に対象世帯であることを書類で確認する

ため、生年月日が分かる書類・障害者手帳・介護保険

証等をご用意ください。（写しの提出は不要です）

●取付代行できる家具は２つまでとします。

●器具はご自身で用意していただく他、一般社団法人横

浜市建築士事務所協会にて用意することもできます。

※ご自身でご用意いただいた転倒防止器具は取り付けで

きないことがありますので、事前に確認の上、ご用意

ください。

●過去にこの事業を利用して取り付けされた方は、再度お

申し込みできません。

対象

注意事項等

令和５年度
年間

300件

※「中学を卒業した方」から「64歳以下の方」がいる世帯については

②～⑤に該当しない限り、制度対象となりません。
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横浜市総務局危機管理室地域防災課　●電話：671-3456　●Fax：641-1677（R5年4月発行）

一般社団法人横浜市建築士事務所協会 TEL：045-662-2711 へお電話ください。

申請書を送付します。内容を記入の上、ご返送ください。

●受付時間 ： 平日10時〜16時
※８月14日から16日及び年末年始を除く。

▽ 決めた家具に転倒防止器具を取り付けします。

▽ 器具購入を依頼された場合は、器具代金をお支払ください。

取付けまでの流れ ※お申込みから取付までお時間がかかる場合があります。

申込方法

本紙付属の申請書を記入し、郵送で申し

込みます。

※記入漏れがないか必ず確認してください。

※記入を終えたら、チラシから切り取り申請書

裏面の折り線に沿って封筒の形に折ります。

最後にセロテープでしっかり止めて、

郵便ポストへ投函してください。

横浜市ホームページを検索、または下記

のQRコードから申込フォームにアクセス

し、必要事項を入力します。

●電子申請QRコード

電子申請郵送

申請書が追加で必要な場合

検索横浜市　家具転倒防止対策

申込

利用可否

決定

訪問日の

日程調整

調査訪問

取付訪問

① 本紙付属の申請書を郵送、 または ② 電子申請にてお申込みください。

▽ 申込内容をもとに、横浜市が利用可否を決定します。

▽ 利用決定後、「利用決定通知書」を郵送でお届けします。

▽ 対象世帯でない場合は「利用却下通知書」が届きます。

▽「利用決定通知書」が届いた後、一般社団法人横浜市建築士事務所協会

の担当取付員から調査訪問日の日程調整のお電話をいたします。

▽ 訪問した担当取付員が対象世帯であることを確認します。

▽ 家屋状態を確認し、ご相談の上、取付家具と転倒防止器具を決めます。

▽ 器具購入のご相談も承ります。

第 1号様式の２（第４条） （整理番号） 

   年   月   日 

家具転倒防止器具取付申請書 

（申請先）横浜市長 

 横浜市家具転倒防止対策助成事業について、下記の同意事項に同意し、家具転倒防止器

具の取付けを申請します。 

フリガナ

申請者 

世帯人数 

 人（下記項目のうち、該当するもの全てに☑をつけてください） 

同居者全員がいずれかに該当しています。 

□65 歳以上

□身体障害者手帳等の交付を受けている

□愛の手帳（療育手帳）の交付を受けている

□精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている

□介護保険法による要介護者又は要支援者の認定を受けている

□中学生以下

住所 

〒 

横浜市 

電話番号 

家屋状況 持家  ・  借家    （どちらかに○をつけてください） 

【注意事項等】 

●事前調査及び取付作業の際は、立会いをお願いします。（後日、電話で日時調整します。）

●事前調査時に、事業対象者の確認を行います。生年月日が分かる書類、障害者手帳、介護保険証

等をご用意ください。

●ご自身でご用意いただいた転倒防止器具は取付できないことがあります。

●取付代行できる家具は２つまでとします。

【同意事項】 
● ①取付後の家具や家屋に関する損害賠償、②取付後に発生した地震等の災害で家具等が転倒し

負傷又は死亡した場合において、市、取付事業者及び当該住宅等の所有者に対する損害賠償を請求

しません。

● 取付後の家具等の移動及び転倒防止器具の取外しは、自己の責任で行います。
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区連会４月定例会資料 
令和５年４月 20 日 
総 務 課 

栄区防災計画（震災対策編）の改訂について（報告） 

１ 趣旨 

 横浜市防災計画震災対策編改訂（令和３年５月）に伴い、栄区防災計画

（震災対策編）においても令和５年４月１日付けで改訂を行いましたので、

ご報告いたします。 

これまで各区の防災計画は区によって様々な内容になっていましたが、市

内で整合性を図られた内容に改訂いたしました。 

２ これまでの防災計画からの主な修正点 

(1) これまでは各区独自の形態で防災計画を策定しておりましたが、全区統

一のひな型に則した内容に変更しました。

(2) 「公助編」・「自助・共助編」の２編で構成されていた計画を一つの計画

にまとめました。

３ ひな型からの主な変更点 

(1) 災害時情報伝達用の防災スピーカーについて記載

(2) 地域避難所について掲載

４ 防災計画の確認方法 

  栄区のホームページでご確認ください。 

５ 備考 

栄区防災計画（震災対策編）の改訂については６月 22 日開催予定の栄区災

害対策連絡協議会において、報告いたします。 

担当 総務課防災担当 

武内、芦葉 

TEL：894-8312 

FAX：895-2260 

  Email：sa-bousai@city.yokohama.jp 

栄区 防災計画 🔍🔍

資料No.９



裏面あり 

区 連 会 ４ 月 定 例 会 資 料
令 和 ５ 年 ４ 月 2 0 日
栄  区  総  務  課

資料 No. 10

令和５年度栄区防災出前講座の実施について

栄区では区民の皆様に防災に関する情報をお届けするため、防災出前講座を実施 

しています。皆様の防災に関して知りたいことをお伝えしたいと考えておりますので、 

ぜひお申し込みください。 

１ 出前講座内容 

題名 詳細 

１ やってみると簡単で便利！ 

スマートフォン等を使用した

防災情報の入手について

避難情報や大雨などの防災情報がスマホに届く

防災 E メールや防災アプリを紹介します。 

面倒だと思いがちな登録も一緒に実施します。 

２ 風水害に備えよう！ 

ハザードマップとマイタイムライン

作成について

自分の地域は大雨時にどのような危険があるの

かマップで確認します。危険に備えた自分の 

避難行動計画（マイタイムライン）も作成します。 

３ 地域で助け合う！ 

災害時要援護者の支援について 

障害のある方や高齢者の方などが災害時に支

援を必要とすることについてお伝えし、地域が主

体となった支援の必要性についてお話しします。 

４ その他 災害時の備えなど防災全般について、ご要望が

あれば内容はご相談ください。 

２ 申し込み方法 

  メールまたは FAX で下記の「防災出前講座申込書」を送付し申し込みください。 

直接電話でも受け付けております。 

申込書  「防災出前講座申込書」���栄区 防災出前講座 ←こちらで検索してください 

メールアドレス  sa-bosai@city.yokohama.jp   FAX   045-895-2260 

電話番号      045-894-8312 

３ その他、防災に関する情報について 

(1) 自宅で活用できる防災資料について

ア 【あなたの防災が変わる 栄区防災動画】

災害時の情報の入手方法について栄区のホームページで紹介します。

インターネットなどを使って、簡単に有効な情報を手に入れましょう。

���  栄区 防災動画  ←こちらで検索してください！

mailto:sa-bosai@city.yokohama.jp


イ 【災害が起きたとき知りたいことにつながるカード】

災害時に「知りたいこと」（避難情報、河川の水位の情報、

雨雲の動きなど）を、簡単な操作で携帯電話やスマートフォン  

を使って確認できるようにしたカードを作成しました。 

区役所の総務課窓口（41 番）で配布しています。 

ウ 【栄防災ノート】

いますぐ災害に備えるために必要な備蓄品や避難場所を確認

でき、自分に必要なこと書き込めるノートです。 

区役所の総務課窓口（４１番）等で配布しています。 

（２）展示用防災物品の貸し出しについて

地域で展示等したいときに防災物品を貸し出します。

物品 用途 

家具転倒防止器具 

耐震ジェルマット 

地震の際に家具やテレビなどが倒れることを防止 

感電ブレーカー（簡易タイプ） 地震の際に電気火災の発生を防止 

窓ガラス飛散防止フィルム 地震や風水害時に窓ガラスが飛散して割れることを防止 

担当 
・区内の防災全般について
総務課 芦葉 武内 894-8312

・災害時要援護者支援について
福祉保健課 川村  894-6962



              

 

資    料 № 

防災スピーカーからの試験放送の実施について 

１ Jアラート（全国瞬時警報システム）試験放送の実施について 

例年、総務省消防庁等が地震・津波などの災害時等に備え、Ｊアラート※（全国瞬時

警報システム）を用いて、試験情報の受信及びスピーカー等の起動を確認する目的で、

情報伝達試験を実施しております。 

下記の日時で、試験の実施が予定されております。試験実施の際は、区内に設置され

たスピーカーよりチャイムや試験放送メッセージが流れますので、ご承知おきくださ

い。 

※Ｊアラートとは、緊急地震速報、津波情報、武力攻撃などの緊急情報を、国から人工

衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。

２ 実施日時 

(1)令和５年６月７日（水）午前11時00分頃

(2)令和５年８月23日（水）午前11時00分頃

(3)令和５年11月15日（水）午前11時00分頃

(4)令和６年２月９日（金）午前11時00分頃

※災害等により試験放送を中止する場合には、横浜市防災スピーカーのホームページ等で

お知らせします。

３ 区内スピーカー設置場所 

(1)防災スピーカー

飯島小学校、小菅ヶ谷小学校、笠間小学校、桜井小学校、庄戸小学校、栄区役所

桂台中学校、埋蔵文化財センター（旧野七里小学校）、上郷小学校、小山台小学校

公田小学校

(2) 栄区水害対策用スピーカー

長尾台町内会館、笠間通り町町内会館、飯島町内会館、飯島跨線橋、田谷地区御霊神

社長沼町第三公園、金井町内会館

区連会４月定例会資料 

令和５年４月 2 0 日 

栄  区  総  務  課 

問合せ先 

・防災スピーカーに関すること

総務局緊急対策課システム担当 ６７１－３４５８

・区内の防災に関すること

栄区総務課危機管理・地域防災担当 ８９４－８３１２

11
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資料No.13













連合等 豊田・小菅ヶ谷 笠間 鎌倉市 本郷中央 上郷西 上郷東 釜利谷（金沢区）

事業者
施行区間

国土交通省施行区間 東日本高速道路㈱施行区間

横浜湘南道路
戸塚工区

横浜環状南線
栄・戸塚工区

田谷工区 飯島工区 岩瀬笠間工事区 桂公田工事区 上郷桂台工事区 庄戸工事区 釜利谷工事区

Ｒ4
年度
以前

第1四
半期

第2四
半期

第3四
半期

第4四
半期

事業名 「横浜藤沢線」 「上郷公田線（公田地区）」
「上郷公田線（上郷・桂台地区）」
「環状4号線（神戸橋改良）」

第1四
半期

第2四
半期

第3四
半期

第4四
半期

令和５年度 横浜環状南線・横浜湘南道路全体の主な予定について（R5.4.20 ）
戸塚区

金沢区

横
浜
市

関
連
街
路
事
業

横
国
・
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ

高
速
道
路
事
業

※工事に関する情報は、工事説明会のほか適宜回覧等でお知らせします。 問合せ先 横浜市 道路局横浜環状道路調整課 045-671-2759

●公田笠間トンネル工事

（H28.4～）

トンネル（公田笠間トンネル） トンネル（桂台トンネル） 土工掘割土工橋梁 掘割 橋梁
（神戸橋）

土工 トンネル
（庄戸トンネル）（釜利谷ﾄﾝﾈﾙ）

掘割（公田インター掘割部）

資 料 No. １４
栄 区 区 連 会 資 料
令 和 ５ 年 ４ 月 2 0 日
国 土 交 通 省 横 浜 国 道 事 務 所
東日本高速道路(株)横浜工事事務所
横 浜 市 道 路 局

「田谷線」「横浜藤沢線」「環状４号線（田谷交差点改良）」
「笠間交差点改良」「環状４号線[原宿六浦]（笠間～鎌倉女子拡幅）」

●公田インターチェンジ工事
（R3.4～）

●桂台トンネル工事（H27.4～）
●神戸橋（PC上部工）工事
（R2.12～）

●釜利谷庄戸トンネル工事
（R3.2～）

●釜利谷ジャンクションFランプ橋
（鋼上部工）工事（R2.10～）
●釜利谷ジャンクションHランプ
第二トンネル工事（R3.10～）

●桂台トンネル管理用地下構造物
工事

●小雀高架橋
橋梁工事

●トンネル工事

●戸塚ＩＣ工事
●田谷地区橋梁工事
●小雀地区橋梁工事

●栄IC・JCT橋梁工事
●ＪＲ跨線橋梁工事

●設計
関係機関との協議を行い、道路の設計を進めます

●水路切り回し工事
【横浜藤沢線】

（栄区田谷町地内）

●笠間交差点改良工事
（R2.8～）

● （仮称）桂町トンネル工事
（R2.2～R6.3）

●農水路切り回し工事
【田谷線】

（栄区田谷町地内）

●水路切り回し工事
【横浜藤沢線】

(戸塚区小雀町地内）

工事・測量
・設計・調査

凡例

工事説明会

●笠間交差点
改良事業説明会

土工掘割トンネル 橋梁 土工

※インターチェンジ・ジャンクション・換気所・
トンネルなどの名称は、釜利谷ジャンクション
以外すべて仮称です。

栄区



連合等 豊田・小菅ヶ谷 笠間 鎌倉市 本郷中央 上郷西 上郷東 釜利谷（金沢区）

事業者
施行区間

国土交通省施行区間 東日本高速道路㈱施行区間

横浜湘南道路
戸塚工区

横浜環状南線
栄・戸塚工区

田谷工区 飯島工区 岩瀬笠間工事区 桂公田工事区 上郷桂台工事区 庄戸工事区 釜利谷工事区

沿
線
工
事
の
状
況

横浜環状南線事業の進ちょく状況について≪参考≫

栄区

戸塚区

金沢区

トンネル（公田笠間トンネル） 掘割（公田インター掘割部） トンネル（桂台トンネル） 掘割 橋梁
（神戸橋）

土工
トンネル

（庄戸トンネル）（釜利谷ﾄﾝﾈﾙ）
土工掘割土工

『釜利谷ジャンクションHラン
プ第二トンネル工事』
トンネル工事のため準備工事
を行っています。

『釜利谷庄戸トンネル工事』

トンネルの掘削、函体構築
を行っています。

『釜利谷ジャンクションFランプ

橋（鋼上部工）工事』
橋梁部の施工をしています。

『桂台トンネル工事』

シールドトンネルの内部構築と、シールド
マシンの回転作業を行っています。『公田インターチェンジ工事』

函体構築のための掘削を行
っています。

『公田笠間トンネル工事』

シールドトンネルの掘削と内部
構築を行っています。

『戸塚IC工事』
インターチェンジの
改良工事等を行ってい
ます。

『小雀高架橋橋梁工事』
高架橋の橋梁工事等を
行っています。

『小雀地区トンネル工事』
トンネル工事（シールドマ
シン掘進）を行っていま
す。

『栄IC・JCTJR跨線
橋梁工事』
（飯島町地内）
インターチェンジ・
ジャンクションの
橋梁工事を行って
います。

『栄IC・JCT橋梁上部工事』
田谷町地区内にて
インターチェンジ・ジャンクションの
橋梁工事を行っています。

『田谷地区橋梁工事』
『小雀地区橋梁工事』
高架橋の橋梁工事等
を行っています。

橋梁土工掘割トンネル 橋梁 土工

※インターチェンジ・ジャンクション・換気所・
トンネルなどの名称は、釜利谷ジャンクション
以外すべて仮称です。



資料No.15 

栄 政 第 2 2 号  

令和５年４月20日 

栄区連合町内会 

会長 細田 利明  様 

栄区長 堀口 和美 

令和５年度横浜市予算についての要望（回答） 

 さきにご要望（令和４年11月11日）のありましたことについて、次のとおりお答えします。 

１道路・交通体系の整備 

(1)横浜環状南線などの道路整備と周辺まちづくりの推進

横浜環状南線、横浜湘南道路、上郷公田線の整備については、先般、事業者から工期の見

通しが立たない旨の発表があったが、引続き安全と環境に十分配慮し、地域住民の理解も得

ながら事業を推進し、早期に完成させること。区内の横浜環状南線の２箇所の換気所におけ

る脱硝装置の設置等、環境に配慮した取組やトンネル上部等の活用についての検討を事業者

である国及び東日本高速道路株式会社に働きかけをすること。また、周辺道路の整備におい

ては、現在の生活道路の安全性と利便性を損なうことが無いよう留意することに併せ、周辺

の道路環境に合わせたバス路線の新設等について調整すること。（仮称）栄インターチェン

ジ・ジャンクション周辺では、地域の将来の発展を見据え、地域にふさわしい魅力を高める

ための検討を進めること。 

（回答） 

横浜環状南線、横浜湘南道路については、現在、全線に渡り工事を進めています。引き続

き、安全安心な施工を最優先としつつ早期開通を事業者である国土交通省及び東日本高速道

路株式会社に働きかけていきます。また、本市事業の上郷公田線においても、南線事業と工

程を調整し、事業を推進します。 

脱硝装置の設置等、環境に配慮した取組については、「神奈川県圏央道連絡調整会議」や、

「国への提案・要望」の中で要望しています。引き続き、様々な機会を捉えて事業者に働き

かけていきます。トンネル上部等の活用については、区役所と連携して地域の方々のご意見

をお聞きしながら、具体化に向けた検討を事業者に働きかけていきます。 

また、当事業に伴う周辺道路の整備にあたっては、安全性や利便性にも留意しながら、整

備を進めていきます。 

区連会４月定例会説明資料

令 和 ５ 年 ４ 月 20 日 
栄 区 区 政 推 進 課



                   

（道路局横浜環状道路調整課） 

（仮称）栄インターチェンジ周辺のまちづくりについては、道路整備の状況等を踏まえつ

つ、地域の皆様や企業、関係部署と連携し、まちの魅力向上や防災機能の充実等を図る観点

で検討を進めます。 

（栄区区政推進課） 

(2)環状４号線の整備 

環状４号線は区民生活を支える骨格となる最も重要な道路であるが、神奈中車庫前交差点、

笠間交差点を始めとした各所で渋滞が発生し、バス運行などに支障が生じている。そのため、

渋滞対策として、都市計画道路の優先整備路線で先行着手区間に指定されている本郷小学校

前交差点から神奈中車庫前交差点までの区間について早急に４車線化事業に着手し、神奈中

車庫前交差点以東の区間についても４車線化及び歩行者の安全確保を実現するための検討

を始めること。また、笠間交差点及び岩瀬笠間地区については、それぞれ改良工事、４車線

化工事を着実に進め、早期に完成させること。 

（回答） 

横浜環状南線上部の用地を活用した笠間交差点改良及び環状４号線（横浜市区間）の拡幅

整備について、令和２年度より水路移設工事に着手し、現在交差点内の水路切回し、拡幅整

備および電線地中化工事を進めています。令和５年度には歩道橋の架け替え工事にも着手し、

早期の工事完成を目指します。 

（道路局横浜環状道路調整課） 

都市計画道路環状４号線のうち、本郷小学校前交差点から神奈中車庫前交差点の着手時期

及び神奈中車庫前交差点から神戸橋交差点の都市計画変更手続きについては、整備財源とな

る国の予算や他の事業中路線の進捗状況を見ながら、進めていきます。 

（道路局企画課） 

 

(3)身近な移動手段の確保 

身近な移動手段であり、区内の重要な公共交通機関である民間バスの路線維持や利便性の

向上等のためにバス事業者と連携すること。 

（回答） 

地域交通の要であるバス路線をはじめとした地域交通の維持は、重要な課題と認識してい

ます。本市では、「横浜都市交通計画」に「誰もが移動しやすい地域交通の実現」を位置づ

け、交通事業者等と連携してバス路線の維持に向けた取組をバス路線の維持に向けた取組を

進めています。また、バスをはじめとした公共交通の利用を促進するため、出前授業や区別

のバスマップの配布など、公共交通に関する情報の積極的な提供などを行っています。 

（都市整備局都市交通課） 

 

２  まちづくりの推進 

(1)大船駅周辺のまちづくり 

大船駅笠間口周辺において歩行者の安全性を確保することや、喫煙禁止地区への指定に向

けて取り組むこと。 



                   

（回答） 

大船駅笠間口周辺においては、安全な歩行者空間を確保すべく、関係省庁や関係機関と連

絡及び調整を進めます。 

（都市整備局地域まちづくり課・栄区区政推進課） 

美化推進重点地区である大船駅笠間口周辺の喫煙禁止地区の指定については、栄区ととも

に、歩行喫煙、吸い殻のポイ捨て等の状況などを踏まえながら検討してまいります。 

（資源循環局街の美化推進課[石上1]） 

(2)本郷台駅周辺のまちづくり 

栄区の顔としてふさわしい魅力づくりを進めること。また、市営住宅等の建替えについ

ては、地域の利便性等を踏まえて進めること。 

（回答） 

平成27年５月に策定した「本郷台駅周辺地区まちづくり構想」や令和２年３月に改定した

「横浜市都市計画マスタープラン栄区プラン 栄区まちづくり方針」等を踏まえ、「区の中

心として利便性の高いまち」を目標として、まちの活性化や魅力向上に向け、区局連携して

取組を進めます。 

（栄区区政推進課・都市整備局地域まちづくり課・建築局市営住宅課） 

 

(3)郊外住宅地のまちづくり 

上郷東地区の持続可能なまちづくりの推進に向け、地域と連携して進めること。特に、地

域交通については、バス路線の維持や利便性の向上に取り組むこと。また、用途廃止施設の

後利用については早期の活用を図ること。 

（回答） 

 上郷東地区のまちづくりについて、地域の皆様と連携して持続可能なまちづくりを進めま

す。また、バス路線の維持や利便性の向上について、事業者へ要望します。用途廃止施設の

後利用については、公募を通じて民間企業による早期利用が図られるよう地域や関係部局と

調整を進めています。 

（栄区区政推進課） 

 

３ 災害に強いまちづくり 

(1)水害対策の推進 

近年の水害を踏まえ、河川等の治水機能を維持するために必要な除草・伐採及び堆積し

た土砂の除去等を確実に実施すること。また、飯島地区の雨水調整池を含めた雨水対策につ

いて、地域の理解を得ながら事業推進し、早期に整備すること。 

（回答） 

飯島地区の浸水対策について、地域の皆様の理解を得ながら、現在施工中の雨水調整池の

整備工事を進めるとともに、周辺の雨水管の整備工事等の水害対策を進めていきます。 

（環境創造局下水道事業マネジメント課） 

 

(2)がけ対策の推進 



                   

栄区においては、土砂災害警戒情報が出されると避難指示が発せられる区域、いわゆる危

険性が高いがけについて、市管理の区域（市民の森など）が含まれている。市管理のがけ地

については、近隣住民の不安解消のためにも、早期に安全対策を講じること。また、民地が

含まれるがけ地に対しても働きかけを実施すること。 

（回答） 

 栄区の「土砂災害警戒情報の発表とともに避難指示を発令する区域（即時避難指示対象区

域）」のうち、本市が所有する樹林地内のがけ地について、土木事務所とも連携し防災対策

を行っています。 

上郷九号緑地及び長者ケ久保５号緑地では、防災対策工事が完了し、即時避難指示対象区

域の指定が解除されました。荒井沢市民の森では、防災対策として平成28年度に樹木の伐採

等を実施しています。今後も、維持管理作業や定期点検を行い、安全確保に努めていきます。 

（環境創造局みどりアップ推進課） 

民地に対しては、対策の優先度の高い崖地の所有者へダイレクトメールを送付し、「崖地

防災・減災対策工事助成金制度」や「急傾斜地崩壊対策事業」の活用を働きかけるなど、様々

な機会をとらえ制度の周知を行い、改善の促進に取り組んでいます。 

（建築局建築防災課） 

 

(3)要援護者支援の取組の推進 

要援護者の把握や日頃の顔の見える関係づくり、避難支援の取組が着実に進むよう、各

自治会町内会の実情に応じた支援・情報提供を行うこと。 

（回答） 

いつ発生するかわからない災害への備えとして、災害時要援護者支援に対する自治会町内

会の関心は高くなっていると認識しています。各自治会町内会の取組がさらに進むように、

区民への啓発や活動のための情報提供等の支援を行います。 

（栄区福祉保健課） 

 

(4)地域防災拠点資機材の早期更新 

地域防災拠点に配備されている資機材は、阪神・淡路大震災を契機に整備されており、

老朽化が進み故障が多く、震災時に地域住民が使用できない可能性があるため計画的に資機

材の見直しと早期更新を実施すること。 

（回答） 

地域防災拠点の備蓄資機材については、令和３年度までに移動式炊飯器を灯油式かまどセ

ットに、ガソリン式発電機を一部ガス式発電機に、投光器を全方位型ＬＥＤ投光器に更新を

しました。その他の資機材についても現在見直しを行っており、その結果を踏まえ、資機材

の更新等について検討してまいります。 

（総務局地域防災課） 

 

(5)災害時の情報提供 

災害時において区からの情報は避難指示等、区民の生命と財産の保護に直結する情報が



                   

含まれている場合もあるため、複数の広報媒体を活用して情報提供を図ること。 

（回答） 

災害時の情報提供につきましては、これまで市の防災情報Eメール、緊急速報メールの他、

栄区においてもFAXやウェブサイト、ツイッター、広報車等を活用し情報提供を行っていま

す。また、栄区として防災スピーカー及び河川水位警告灯の維持管理、緊急時情報伝達シス

テム（緊急情報を登録した関係者に一斉に電話でお知らせできるシステム）の運用を行うこ

とで、災害発生時の情報発信を実施してまいります。さらに栄区避難場所マップなどハザー

ドマップを配布し、平時から区民への防災情報の周知を行い、災害時の適切な避難行動を促

してまいります。 

（栄区総務課） 

 

４ 安全・安心なまちづくりの継続的な推進 

国際認証「セーフコミュニティ」の令和５年10月認証満了にあたり、引き続き区民や関

係団体と協働で安全・安心なまちづくりを進めるとともに、身近な課題に対応する取組を検

討すること。 

（回答） 

認証期間満了までは、認証都市として活動を継続し、それ以降はこれまでの事業成果を生

かし、より発展的な形を目指します。セーフコミュニティは栄区全域を対象に分野別の課題

に取り組んできましたが、地区連合町内会エリアで抱えている身近な課題に対応する新たな

地域支援の仕組みについて、調整を進めていきます。 

（栄区区政推進課） 

  

５ 第４期栄区地域福祉保健計画の策定・推進 

住民同士の支えあいや交流を深め、区民が安心して暮らせるよう、昨年度策定した第４期

栄区地域福祉保健計画の一層の推進に努めること。 

（回答） 

 第４期計画については、これまで培ってきた地域福祉保健活動を土台として、これまで同

様に各地区が主体となって、様々な取組が展開されることで、地域の課題解決につながるよ

う、引き続き区民の皆様とともに協力して推進してまいります。 

（栄区福祉保健課） 

 

６ 地域包括ケアシステムの着実な推進 

昨年度策定した栄区地域包括ケアシステムアクションプランについて、引き続き関係者間で

連携して取組を推進すること。  

（回答） 

「栄区地域包括ケアシステムアクションプラン」に基づいて、引き続き、区役所、地域ケ

アプラザ、区社会福祉協議会等の関係機関が一体となって、地域とともに、高齢者が孤立す

ることなく安心して暮らし続けられるよう、取組を進めてまいります。 

（栄区高齢・障害支援課） 



                   

【各課連絡先】 

横浜市栄区区政推進課（電話：045-894-8161 FAX：045-894-9127） 

横浜市栄区総務課（電話：045-894-8311 FAX：045-895-2260） 

横浜市栄区高齢・障害支援課 (電話：045-894-8539 FAX：045-893-3083) 

横浜市栄区福祉保健課（電話：045-894-6917 FAX：045-895-1759） 

横浜市総務局地域防災課 (電話：045-671-2011 FAX：045-641-1677) 

横浜市建築局建築防災課 (電話：045-671-2948 FAX：045-663-3255) 

横浜市資源循環局街の美化推進課 (電話：045-671-2556 FAX：045-663-8199) 

横浜市環境創造局みどりアップ推進課（電話：045-671-2712 FAX：045-224-6627） 

横浜市環境創造局下水道事業マネジメント課（電話：045-671-2838 FAX：045-664-0571） 

横浜市都市整備局市街地整備推進課（電話：045-671-2668 FAX：045-664-7694） 

横浜市都市整備局地域まちづくり課（電話：045-671-2667 FAX：045-664-7694） 

横浜市都市整備局都市交通課（電話：045-671-3515  FAX：045-663-3415） 

横浜市道路局企画課（電話：045-671-3800 FAX:045-651-6527） 

横浜市道路局建設課（電話：045-671-2757 FAX：045-663-8993） 

横浜市道路局横浜環状道路調整課（電話：045-671-2759 FAX：045-651-2325） 

 

（広聴 第2022-666001号） 



区連会４月定例会資料 

令 和 ５ 年 ４ 月 20 日 

区政推進課地域力推進担当 

令和５年度 地区担当課長一覧表 

豊 田 連 合 
町内会自治会 

こども家庭支援課長 栄土木事務所副所長 

やぐち   てるひこ 

矢口 照彦 
さかいり けいた 

坂入  啓太 

（☎８９４－９２９８） （☎８９５－１４１１）

笠 間 連 合 
町内会自治会 

総務課長 生活衛生課長 

ふしみ かずひさ 

伏見  和久 
ふるや  こういち 

古家  浩一 

（☎８９４－８３１０） （☎８９４－６９０９）

小菅ヶ谷連合
町内会自治会 

区政推進課長 福祉保健課長 

さいとう   ちかい 

齊藤  誓 
さいとう    おさむ 

齋藤  修身 

（☎８９４－８３３０） （☎８９４－６９０５）

本郷中央連合
町内会自治会 

戸籍課長 学校連携・こども担当課長 

なかの  ゆきこ 

中野  由紀子 
むらかみ  よしえ 

村上 佳江 

（☎８９４－８１９５） （☎８９４－８４０９）

本郷第三連合
町内会 

地域振興課長 生活支援課長 

たにかわ    みちる 

谷川  みちる 
さとう  のりゆき 

佐藤 紀幸 

（☎８９４－８３９０） （☎８９４－８９５５）

上郷西連合
町会 

税務課長 高齢・障害支援課長 

とりうみ ひとし 

鳥海  仁 
まつばら  みちよ 

松原  実千代 

（☎８９４－８６１３） （☎８９４－８５１３）

上郷東連合
町会 

税務課担当課長 保険年金課長 

しばた   かずひこ 

柴田 一彦 
はしもと  てつ 

橋本 哲 

（☎８９４－８７３４） （☎８９４－８２３３）

【担当】区政推進課地域力推進担当
石塚、安井、村山、小林 
電話 894-8936 FAX 894-9127
Ｅメール sa-chiryoku@city.yokohama.jp 

資料Ｎｏ.16



資料 No. 17

各自治会町内会 会長 様 

戸 籍 課 長 

マイナンバーカードの受取方法及びマイナンバーカード

特設センターの変更について（依頼） 

日頃より、区政の推進にご理解・ご協力いただき、ありがとうございます。 

 また、マイナンバーカード事業にご理解・ご協力をいただき、ありがとうござ

います。 

マイナンバーカードを申請し、交付通知書が届いた方については、栄区役所ま

たはマイナンバーカード特設センター（以下、「特設センター」という。）で、マ

イナンバーカードをお受け取りいただいています。

現在、栄区役所では、予約無しでカードの交付を行っておりますが、申請数の

増加により、お渡しするまでに長い時間お待たせすることがあります。また、予

約制の上大岡特設センターは、交通の便が悪いこと等があり、利用者が少ない状

況が続いています。 

 そこで、区民の皆様のお待ちいただく時間を縮減するため、栄区役所において

も、予約制を導入します。また、特設センターについては、お仕事帰り等にご利

用いただけるよう、上大岡特設センターから、横浜駅西口特設センターに変更し

ます。 

 つきましては、地域住民の皆様への周知にご協力をくださいますよう、よろし

くお願いします。 

１ 栄区役所でのカード交付について、予約制の導入 

  ６月からは、事前に予約をお取りいただいた上でお越しください。 

※予約方法は、広報よこはま５月号に掲載します。

２ 特設センターの変更 

  ６月からの受取りは、横浜駅西口特設センターに変更となります（上大岡特

設センターでの受取りはできません）。 

３ 依頼の内容 

掲示板へのチラシの掲出をお願いします。 

なお、掲出用チラシは、５月区連会資料として、地域振興課配送ルートを利

用して各自治会町内会へお届けします。 

［参考］ 
マイナンバーカードの交付率（令和５年２月 28日現在）
横浜市：６４.６％

全 国：６３.５％

（担当） 

栄区役所戸籍課 

西野 

電話：894-8345  FAX：894-3413 

Eメール：sa-koseki@city.yokohama.jp 

区連会４月定例会資料 

令和５年４月 2 0 日 

戸 籍 課 

mailto:sa-koseki@city.yokohama.jp
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区連会４月定例会資料 

令和５年４月 20 日 

福 祉 保 健 課 

民生委員・児童委員の一斉改選の推薦事務に関する意見交換について（報告） 

 令和５年１月の区連会で依頼させたいただいた意見交換につきましては、各地区定例会の貴

重なお時間にお伺いさせていただき、多くの自治会町内会長からご意見をお伺いすることがで

きましたことに感謝申し上げます。誠にありがとうございました。 

１ 意見交換の実施状況及び参加者数 

令和５年２月 25 日（土） 

・豊田地区     30 人 

・笠間地区     23 人 

・本郷第三地区   20 人 

・本郷中央地区   30 人 

令和５年２月 26 日（日） 

・小菅ケ谷地区   19 人 

・上郷西地区    11 人 

  ・上郷東地区    16 人 

２ 自治会町内会長との懇談会報告 

主なご意見（別紙参照） 

３ 今後の流れ 

  今回、いただいたご意見は健康福祉局に報告し区局プロジェクトにおいて、①区で改善可能

なもの、②全市で改善に取り組むもの、③国への要望等に整理し、対応を検討してまいります。 

なお、進捗状況は、随時、区連会で情報共有いたします。 

４ 参考（今後の取組） 

  令和５年４月 13 日   区民児協定例会で依頼 

令和５年５～７月   栄区の７地区民児協定例会での懇談会（栄区福祉保健課） 

令和５年８月又は９月 懇談会で把握した課題に対する有識者を交えた検討会（同上） 

担当：福祉保健課 山田  

電話：045(894)6917  

F A X：045(895)1759  

E-mail sa-minsei@city.yokohama.jp



分類 項⽬ ご意⾒
改善に向けた意⾒につ
いて

改善への対応 これまでも⺠⽣委員の推薦について意⾒をして
きたが、全く変わっていない

制度について 制度の⾒直し 他の委嘱委員と同じように、委嘱の時期を揃え
てほしい
年齢制限を撤廃してほしい
年齢要件を緩和してほしい
年齢にかかわらずふさわしい⼈としてほしい
推薦の基準が厳しい（⼈格識⾒ともに⾼く、円
満な常識を持ち、健康である者）
300世帯以上の状況を把握するのは難しい
他の町内会のエリアも含む⺠⽣委員を選ぶのは
難しい
報酬を⽀払ってほしい
費⽤負担があるのはおかしい
⾃治会町内会が推薦⺟体になる法的根拠がない
⾃治会町内会以外の団体でも推薦⺟体とすべき
⾃治会町内会を前提としない選出⽅法を検討す
べき
⾃治会町内会が推薦しているのだから、推薦準
備会は不要ではないか
準備会を簡素化できないか（推薦⼈の数、会の
開催⽅法等）
書類が煩雑（他の推薦委員は書類が最⼩限）
守秘義務があり活動内容の共有が難しい
⺠⽣委員の活動（内容、頻度等）を説明できな
い
町内会の活動に協⼒を得にくい
役割の範囲がわかりにくい
⺠⽣委員が⽋員の地区は、⾏政が担うべき
⼈選依頼が多い。他の委嘱委員も含め、選出に
ついて区役所で廃⽌や⾒直しを検討していただ
きたい
⺠⽣委員は業務量が多くて⼤変（負担が⼤き
い）というイメージがある
⺠⽣委員活動のPR不⾜

（別紙）懇談会での⾃治会町内会⻑からの主なご意⾒

その他

活動内容

年齢等要件

担当地区割

報酬、負担

候補者選定について

推薦事務



栄区連会４月定例会資料 

令和５年４月 2０日 

福 祉 保 健 課 

市内における新型コロナウイルス感染症患者の確認について 

市内における新型コロナウイルス感染症患者発生状況（３月 19日～４月 17 日まで） 

※感染者数は横浜市及び神奈川県（保健所＋セルフ）記者発表資料の数値

福祉保健課 齋藤 
電話 894-6905 

裏面あり 

曜　　日 日 月 火 水 木 金 土 週計 週平均 対前週比

月　　日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日 3月23日 3月24日 3月25日
保健所 80 84 143 49 171 124 176 827 118
セルフ 22 27 14 28 31 35 37 194 28
横浜市 102 111 157 77 202 159 213 1,021 146

月　　日 3月26日 3月27日 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日 4月1日
保健所 133 86 176 127 153 144 149 968 138 117%
セルフ 41 36 16 25 24 34 38 214 31 110%
横浜市 174 122 192 152 177 178 187 1,182 169 116%

月　　日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 4月7日 4月8日
保健所 120 119 222 180 222 204 247 1,314 188 136%
セルフ 32 27 36 51 21 41 38 246 35 115%
横浜市 152 146 258 231 243 245 285 1,560 223 132%

月　　日 4月9日 4月10日 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日 4月15日
保健所 151 113 223 212 216 227 218 1,360 194 104%
セルフ 46 34 39 54 42 41 36 292 42 119%
横浜市 197 147 262 266 258 268 254 1,652 236 106%

月　　日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日 4月22日
保健所 150 119 269 38 20%
セルフ 48 29 77 11 26%
横浜市 198 148 0 0 0 0 0 346 49 21%

資料No.19



《参考》 

【横浜市の感染状況（令和４年９月 27 日～令和５年 4月 17日（月）発表分までの市内感染者数 
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地区連合町内会長の皆様 

自治会・町内会長の皆様 

敬老の集いにおけるメッセージカードの配付希望及び配付数について（依頼） 

栄区では、多年に渡り社会に貢献してこられた高齢者の方々に敬意を表し、

その長寿を祝うため、区長からのお祝いメッセージカードを作成し、各地区連

合町内会、各自治会・町内会等で主催される敬老の集い等での配布を御希望の

場合にお渡ししています。 

 つきましては、地区連合町内会、自治会・町内会ごとに、希望の有無、希望

される場合の必要枚数を御回答くださいますようお願いいたします。 

１ 依頼内容 

別紙「敬老の集いメッセージカード配付希望について」に、「希望の有無」

及び「希望枚数」を御記入の上、別添した返信用封筒にて御返送ください。 

なお、希望枚数については、事前に各地区社会福祉協議会等との御調整・御

確認等をしていただけるとありがたく存じます。 

２ 回答期日 

  令和５年６月 23日（金） 

３ 今後の流れ 

（１）７月20日の区連合町内会定例会において、見本をお示しします。

（２）令和５年度より、区連会配送ルートを利用し自治会・町内会ごとに配送

します。 

（３）各地区連合、自治会・町内会での敬老の集い等にて御配付ください。

栄区 高齢・障害支援課 高齢・障害係 

担当：木野内、千葉 

Tel：045-894-8539  Fax：045-893-3083 

e-mail: sa-koushou-jimu@city.yokohama.jp

区連会４月定例会資料

令和５年４月２０日

高 齢 ・ 障 害 支 援 課

資料Ｎｏ．20



敬老の集いメッセージカード配付希望について 
 

ＦＡＸ ８９３－３０８３ 栄区高齢・障害支援課 

 
 

自治会・町内会名：                

 

御記入者様の氏名：                

 

御記入者様の連絡先：℡    －         
 
 

配付希望の有無：   有  ・  無   
 
 
希望される場合、  

必要枚数：           枚   

 

※お渡しは、７月の各地区定例会の予定です。 
 

＜提出先＞ 

栄区 高齢・障害支援課 高齢・障害係 

担当：千葉 

〒247-0005 栄区桂町３０３－１９ 

Tel：045-894-8539   Fax：045-893-3083 

e-mail: sa-koushou-jimu@city.yokohama.jp 



自治会町内会長 各位 

地域防犯カメラ設置補助制度実施のお知らせ（依頼） 

 地域における防犯活動への支援の一環として、防犯カメラを設置する際に費用の一部

を補助する「地域防犯カメラ設置補助制度」を、令和５年度も実施します。 

地域防犯カメラの設置をご検討される場合は、下記及び裏面の概要をご確認のうえ、

「申請の手引」をお取り寄せいただき、申請書類を各区地域振興課までご提出くださ

い。 

１ 申請の手引及び申請書の配付場所：各区地域振興課または市民局ホームページ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bohan/camera/kamera2.html 

または、 横浜市 地域防犯カメラ設置補助金 で検索できます。 

２ 申請書及び添付書類の提出期限：令和５年７月 31 日（月）必着 

設置場所により、関係機関との調整などにお時間がかかるものもあります。 

各区地域振興課及び各関係機関へのご相談は、お早目にお願いします。 

３ 申請書類提出先：各区地域振興課（持参または郵送） 

【主な提出書類】 

・申請書（第１号様式）

・見積書

・収支計算書（第３号様式）

・道路上または電柱に設置する場合は、設置場所の使用に関する土木事務所等との

協議書、電柱への設置に関する協議書

なお、過去に申請したことがある場合は申請書類の一部を省略できます 

28年度から４年度に申請して補助金交付とならなかったカメラを、５年度も同じ場

所での設置を希望される場合は、地図等の添付書類は不要です。 

※詳しくは、申請の手引きをご覧いただき、各区地域振興課へご相談ください

４ 補助金交付までのスケジュール 

令和５年４月～ ・総会、役員会、委員会等での防犯カメラの設置に関する合意形成

設置場所の近隣住民の同意の取り付け

・防犯カメラ設置について関係機関へ相談、協議

（区役所地域振興課、警察署、東京電力、NTT、土木事務所 等） 

７月 31日まで ・補助金交付申請書類を各区地域振興課へ提出

９月頃 ・補助金交付決定（横浜市から交付、不交付の決定を通知します）

※以降、機器購入・工事契約が可能となります

令和６年２月中旬まで ・防犯カメラ設置工事完了後、横浜市へ実績報告書類を提出

３月頃 ・補助金交付

市連会４月定例会説明資料 

令 和 ５年 ４ 月 12 日 

市民局地域支援部地域防犯支援課

資料No.21



「地域防犯カメラ設置補助制度の概要」  

① 補助対象の防犯カメラ 

地域における犯罪の防止を目的として、道路等の公共空間における人等の動きを撮影し、記録する

ために特定の場所に固定して設置する防犯カメラです。 

防犯カメラの設置及び運用については、プライバシー保護のために、総会、役員会、委員会等で合

意を得ることが必要です。また、設置箇所周辺の住民にも必ず同意を得てください。 

 

② 補助対象団体：自治会町内会、地区連合町内会 

 

③ 補助対象経費 

防犯カメラ等機器購入費及び設置工事費、防犯カメラの設置を示す看板等の設置費 

※電気料金、修繕、点検などの維持管理費や更新に係る費用は補助対象外 

 

④ 補助内容 

防犯カメラ 1 台ごとに補助対象経費の 10 分の９  

補助上限額 210,000 円 
 

⑤ 交付台数 

令和５年度は、地域の防犯力強化のために、補助予算台数を 150 台に拡充します。 

ただし、予算の範囲内で交付決定をするため、申請をいただいても補助されない場合や、申請した

台数の一部が補助されない場合があります。その場合、防犯活動の取組状況・犯罪発生状況などを考

慮し、補助金の交付を決定します。        

 

＜参考＞防犯カメラを設置することができる場所の例 

道路上の電柱、民有地内の電柱、民有地内のポール、民有地内建物壁面、自治会館壁面 等 

 設置場所により申請書類、手続きが異なります。※詳しくは「申請の手引」をご覧ください。 

 

 

「地域防犯カメラの設置により、どのような効果を感じていますか。」という質問に対し、 

 

 

 

 

 

 

 

「自治会町内会役員・会員の防犯に対する意識が高まった」と答えた団体が 85％、 

「地域住民の安心感が高まった」と答えた団体が 85％、といった回答結果になりました！ 

防犯パトロールなどの自主防犯活動にあわせて、防犯カメラを設置することで、更なる地域の防犯力

向上につなげていただきますよう、補助制度をぜひご活用ください。 

 

横浜市市民局地域防犯支援課 

電話 ６７１－３７０５ 

Fax  ６６４－０７３４ 

電子申請システムによる申請 

も受け付けています。 

ぜひご活用ください！ 

 

設置団体に対するアンケートを実施しました！ 

 

43％ 42％ 9％ 5％ ２％

自治会町内会役員・会員の防犯に対する意識が高まった

36％ 49％ 8％ 5％

地域住民の安心感が高まった

そう思う どちらかというとそう思う どちらかというとそう思わない そう思わない 未回答



自治会町内会館整備について 

１ 令和６年度の会館整備予定の申し出について 

令和６年度に自治会町内会館の新築・購入・増築・耐震補強工事・修繕（補助対象

経費 100 万円以上）を行う意向がある自治会町内会を対象に、あらかじめ審査を行っ

た上で予算編成を行い、予算確定後、優先度の高い案件から予算の範囲内で補助申請

を受け付ける自治会町内会を決定していきたいと考えています。 

  令和６年度に会館の新築・購入・増築・耐震補強工事・修繕（補助対象経費 100 万

円以上の工事が対象）を予定している自治会町内会については、まず、各区役所へお

申し出をいただき、その後、必要書類をご提出いただくことになります。（自治会町

内会が公園内に公園集会所の整備を予定する場合についても、同様にお申し出と必

要書類のご提出をお願いします。） 

（注）公園集会所の整備の場合は、区役所へお申し出をいただく前に、環境創造局公園緑地
管理課及び土木事務所と調整が必要になります。 

（１）今後のスケジュール

・区役所へのお申し出及び書類提出の締切は、令和５年７月頃の予定です。

必要な書類等については、区役所地域振興課へお問い合わせください。

（内容を審査した上で、令和５年９月頃より予算の編成を行っていきます） 

・令和６年度の予算が確定し、補助申請を受け付ける自治会町内会が決定されるの

は、令和６年３月末頃の予定です。 

（２）自治会町内会への周知

別紙『自治会町内会館整備のための補助制度等のご案内』を全自治会町内会

に配付します。

２ 令和５年度の自治会町内会館整備費補助事業について 

整備予定件数 32 件（新築４件、増築０件、耐震補強工事＋修繕３件、修繕 25 件） 

事業予算額 89,446 千円（事前申請分：85,446 千円、緊急対応分：4,000 千円） 

※風水害等の自然災害により緊急で修繕が必要になった場合には、事前申出の有無に関わら

ず、各区役所地域振興課へご相談ください（り災の証明等、別途要件があります）。

担当：横浜市市民局地域活動推進課 

電話 671-2317 FAX 664-0734 

市連会４月定例会資料 

令 和 ５ 年 ４ 月 1 2 日 

市民局地域活動推進課 

資料No.22



 

 

 

自治会町内会活動や共助による減災に向けた取組の拠点となる、自治会町内会館の整備に対

する補助制度や融資制度の概要について、ご案内します。 
   

 補助制度について           ＜お問い合わせ先：区役所地域振興課＞ 
  
１ 補助対象 

  次の全ての項目に該当するときに、自治会町内会館の整備に対する補助を利用することが 

できます。ただし、この補助制度で補助を受けた自治会町内会は、補助を受けてから５年間 

は、特別な理由がある場合を除き、補助申請することはできません。（修繕を除く） 
   
 (1) 自治会町内会が所有、整備、運営及び利用する施設である 

 (2) 地域住民の福祉向上、連帯の増進に寄与する施設である 

 (3) 会議及び集会に必要な施設を備えている 

 (4) 建築基準法その他の法令に適合している 

 (5) 会館の整備に対して、総会の議決等による自治会町内会の意思決定がある 

 (6) 会館の利用規約等が整備されている 

 (7) 補助を受けた会館が他にない 

 (8) 会館整備費補助要綱に定める業者数以上の市内事業者(※１)による入札又は見積合わせ

で最も安価な金額を提示した事業者を選定している（事業者は建設業の許可が必要です。

(※２)） 

(9) 補助対象経費が 100万円以上の整備である 
 

※１ 市内事業者とは、市内に本社がある事業者です。店舗や事務所等だけが市内にあっても 

該当しませんので、ご注意ください。 

具体的には、次のいずれかに該当する事業者です。 
 

◎ 横浜市一般競争入札有資格者名簿における所在地区分が市内である者 

◎ 登記簿の本店（又は主たる事務所）の所在地が市内で登記している者 

◎ 主たる営業の拠点が市内である個人事業者及び登記していない団体 
 
   ※２ 申請時に、建設業の許可通知書の写しの提出が必要です。 
 
２ 補助内容 

 

整備の種類 補助率 補助限度額 内 容 

新築・購入 2分の 1 1㎡当たり

99,000円 

かつ 

1,200万円 

新たに建物を建設し、又は現在の建物の 

全部を撤去して新たに建物を建築すること 

 

 特殊基礎工事費 2分の 1  300万円 地盤・敷地条件により施工する特殊な基礎工事 

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置工事費 2分の 1  300万円 エレベーター設置に伴う工事費 

増築 2分の 1  500万円 既にある建物の床面積を増加させる工事 

耐震補強工事 2分の 1  300万円 耐震診断（※）に基づいて行う工事 

（※）会館整備費補助要綱に基づいた耐震診断 

修繕 2分の 1  200万円 既にある建物の部分に対して、機能の維持向上、模

様替え等のために行う工事（機器及び器具の購入

のみは含まない） 

※風水害等の自然災害により緊急で修繕が必要になった 

場合は、各区役所地域振興課へご相談ください。 

自治会町内会館整備のための補助制度等のご案内 令和５年４月 

                        

 



〇新築等で特殊基礎工事を施工する場合、補助限度額とは別に、300万円を限度に特殊基礎工事に要する

経費の２分の１を補助します。なお、特殊基礎工事については地質データなどによる審査を行います。 

〇新築、増築、修繕で外構工事を施行する場合に、整備の種類ごとの補助限度額内で、100万円を限度

に外構工事に要する経費の 2分の 1を補助します。（新築・購入の場合、1㎡当たりの補助限度額とは

別に補助します。） 

〇新築、耐震補強工事及び 200万円を超える増築については、審査委員会による整備費用の内容審査を

行います。 

（自治会町内会が整備する公園集会所について補助を受けるには、別途要件があります。詳細は各区役所

地域振興課にお問合せください。） 

 
３ 申請手続 

会館整備の計画については、お早めにご相談ください。 

会館整備に関する相談先及び申請書の提出先は、各区役所地域振興課です。 
 
 (1) 整備予定時期の前年度７月頃までに、事前の申出が必要です。 

   横浜市の予算確定後、整備年度になりましたら補助申請を行い、必ずその年度内に工事

完了検査を受けていただきます。 

 (2) 補助申請は、会の総意を証する総会の議事録・工事設計書等の必要書類を添付し、工事 

請負契約前又は売買契約締結前に、自治会町内会の代表者の方が手続きを行ってください。 

 (3) 申請された内容について審査し、補助決定を行います。 

なお、補助申請時に申請された内容に含まれていない費用については、原則として補助
の対象となりません。補助申請後にやむをえず工事内容に変更が生じた場合は、必ず変更

部分の工事の着工前にご相談ください。 
※変更部分の費用については、補助の対象とならない場合があります。 

 
４ 補助金の支払い 

工事完了後、現地にて立会い検査（完了検査）を行います。その完了検査結果に基づき、
所定の手続きを行った後、補助金の支払いを行います。 

 

５ その他 
 (1) 区分所有者が管理する集会施設の整備 

自治会町内会と区分所有者の団体の構成員がほぼ同じであり、かつ、自治会町内会が使

用する施設で、自治会町内会が整備費を負担する場合に限り補助対象とします。 

 (2) 他の自治会町内会と合同で整備する場合は、新築・購入の場合に限り、それぞれの団体

に補助限度額を適用します。 

 (3) 土地付き建物の購入は、建物部分の費用のみが補助対象となります。 
 (4) 自然災害等による緊急修繕には一定の要件がありますので、必ずご相談ください。この

場合、整備予定時期の前年度７月頃までに求めている、事前の申出は不要です。 
 

６ 補助金の返還 
次のようなときは、補助金を返還していただきます。 

 (1) 詐欺その他不正な手続きにより補助金を受けたとき 

 (2) 補助金交付の条件に違反したとき 

 (3) 補助金を受け、整備した建物を第三者に貸与、譲渡、交換または担保に供しようとするとき 

(4) 補助金を受け、整備した建物を会館整備費補助要綱で定める「財産の処分制限期間（※注）」 

  内に処分（解体等）するとき 

 (5) その他補助要綱に違反したとき  

※注 会館整備費補助要綱で定める財産の処分制限期間は次のとおりです。 

◎ 整備内容が新築、購入、増築及び改修のもの 
ア 鉄筋コンクリート造の場合・・・50年   
イ 鉄骨造の場合・・・・・・・・・30年 
ウ 木造の場合・・・・・・・・・・24年 

◎ 整備内容が修繕のもの・・・・・・・建物の構造に関係なく 10年 



 
 

 融資制度について         ＜お問い合わせ先：お近くの取扱金融機関＞ 

横浜市との協定に基づき民間金融機関が融資を実施します。なお、申込にあたっては総会

の議決が必要な書類もありますので、融資の利用を計画される場合は、融資内容・申込手続

等の詳細について、お早めにこの融資を取り扱っている金融機関にご相談ください。 

 

１ 融資を実施する金融機関（取扱金融機関） 

  株式会社横浜銀行、横浜信用金庫、株式会社神奈川銀行 

  ※公園集会所の整備に係る融資を実施するのは、横浜信用金庫と株式会社神奈川銀行です。 

   公園集会所の場合、購入は除きます。 

  ※横浜市の会館整備費補助要綱に基づく補助の決定を受けた会館が対象となり、 

返済期間は 10年以内です。 

 

２ 申込資格 

融資を受けようとする自治会町内会は、次の要件を満たすことが必要です。 

 (1) 法人格を有する自治会町内会であること（下記「自治会町内会の法人化」参照） 

 (2) 自治会町内会が償還金及び利子の支払い能力があること 

 

３ 融資対象の除外 

  他の金融機関からの借換えを目的とするもの 

 

４ 申込人 

法人化した自治会町内会の代表者が、取扱金融機関に対して行います。 

なお、融資の申込は、自治会町内会が会館に対する市の補助決定を受けた後に行います。 

 

５ 連帯保証人・担保  

 (1)  原則、自治会町内会の代表者１人を連帯保証人とします。ただし、代表者以外の役員等

の自発的な意思に基づく申し出がある場合は、この限りでありません。 

(2) 担保は不要です。 

 

※整備の種類により、融資限度額が異なりますので、詳細は金融機関にお問合せください。 

 

 

 自治会町内会の法人化         ＜お問い合わせ先：区役所地域振興課＞ 

自治会町内会館の不動産登記は、団体名義ではなく、役員の個人名などで登記することに

なります。 

団体名義で不動産登記するには自治会町内会の法人化（法人格の取得）が必要です。法人

化には、会の規約や構成員名簿の作成など地方自治法に基づく手続が必要ですので、事前に

ご相談ください。 

 

 

 



 会館用地について           ＜お問い合わせ先：区役所地域振興課＞ 

横浜市では、利用計画がないなどの一定の要件に該当する市有地を、会館を所有していない 

自治会町内会に有償で貸付を行っています。 

貸付を希望される場合は、総会の議決等による自治会町内会の意志決定の書類・建設計画・ 

資金計画の概要などを提出していただき、貸付の適否を判断します。 

 民有地・市有地にも適地がない場合、公園面積が 5,000㎡以上であることなど、一定の条件

のもとで公園内に「公園集会所」として設置が認められることがあります。 

 

 区役所地域振興課 連絡先一覧 
 

区役所 電話番号 区役所 電話番号 

鶴見区地域振興課 ５１０－１６８７ 金沢区地域振興課 ７８８－７８０１ 

神奈川区地域振興課 ４１１－７０８６ 港北区地域振興課 ５４０－２２３４ 

西区地域振興課 ３２０－８３８６ 緑区地域振興課 ９３０－２２３２ 

中区地域振興課 ２２４－８１３１ 青葉区地域振興課 ９７８－２２９１ 

南区地域振興課 ３４１－１２３５ 都筑区地域振興課 ９４８－２２３１ 

港南区地域振興課 ８４７－８３９１ 戸塚区地域振興課 ８６６－８４１３ 

保土ケ谷区地域振興課 ３３４－６３０２ 栄区地域振興課 ８９４－８３９１ 

旭区地域振興課 ９５４－６０９１ 泉区地域振興課 ８００－２３９１ 

磯子区地域振興課 ７５０－２３９１ 瀬谷区地域振興課 ３６７－５６９１ 
 

 横浜市市民局地域活動推進課 
０４５－６７１－２３１７ 

 
 

 

 横浜市ホームページでもご案内しています。 

 
 横浜市 町内会館 検索 



 目  的 

自転車の交通事故を防止する運動を市民総ぐるみで展開し、市民一人ひとりが交通安全について考え、交通

ルールの遵守と交通マナーの向上に取り組むことを通じて、自転車の交通事故防止の徹底を図ります。 

 期  間 

令和５年5月1日（月）～5月31日（水）の1か月間  

ス ロ ― ガ ン

自転車も のれば車の なかまいり 

ヘルメット かぶるだけでも 救える命 

 重   点 

１ 自転車交通ルールの遵守とマナーの向上 

２ 自転車点検整備の促進と自転車損害賠償責任保険等の加入義務の周知徹底 

３ 全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用努力義務の周知徹底 

 

 

横 浜 市 交 通 安 全 対 策 協 議 会 

自転車乗車用ヘルメット着用努力義務化！ 道路交通法第63条の11一部改正（令和５年４月１日施行） 

○これまで児童又は幼児（13歳未満）について保護者が自転車の乗車用ヘルメットを着用させることが努力義務となっていましたが、

今回の改正により、全ての自転車利用者について、乗車用ヘルメット着用努力義務が課せられることになりました。 

◆◆令和４年中の自転車関係事故発生状況◆◆

自転車安全利用五則 （令和４年11月１日 内閣府交通対策本部決定） 

1．車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 

2．交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 

3．夜間はライトを点灯 

4．飲酒運転は禁止 

5．ヘルメットを着用 

◆◆令和４年中の年齢層別自転車乗用中死傷者数内訳◆◆

件　数
（件）

死　者
（人）

負傷者
（人）

件　数
（件）

死　者
（人）

負傷者
（人）

7,492 38 8,483 1,734 4 1,653

前　 　年 7,883 36 8,997 1,741 4 1,639

前 年 比 -391 2 -514 -7 0 14

構 成 率 23.1% 10.5% 19.5%

21,098 113 24,382 5,405 11 5,195

前　　 年 21,660 142 25,062 5,438 17 5,206

前 年 比 -562 -29 -680 -33 -6 -11

構 成 率 25.6% 9.7% 21.3%

横浜市内

神奈川県内

全　事　故 自　転　車

資料№ 2 3



 

共 通 事 項 

１ 「重点」に基づき、今後の新型コロナウイルス感染症等の状況や、これに伴う市民の交通行動の変

化等を注視しつつ、それぞれの地域の実態に即した自転車のマナーアップを図る各種交通安全活動を

積極的に推進します。 

２ 関係機関・団体の職員等に、この運動についての周知を図ります。 

３ 各種会議、行事を通じて、この運動の趣旨を積極的に周知するとともに、広報紙（誌）・機 

関紙（誌）を発行するときは、令和４年11 月に改定された自転車安全利用五則など交通ルールの遵

守とマナーの向上を呼びかける記事の掲載に努めます。 

４ 自転車の損害賠償責任保険等加入・乗車用ヘルメット着用の周知啓発を推進します。 

横 浜 市 ・ 区 

１ 地域の交通事故実態に即した交通安全運動の推進計画等を策定するとともに、関係機関・団体と連

携を図り、運動を推進します（神奈川県交通安全対策協議会による自転車交通事故多発地域の指

定）。また自転車とクルマの互いの思いやりを啓発する「思いやりSHARE THE ROAD運動」を実

施します。 

２ 各種メディアを活用して、運動の周知徹底と広報啓発を推進します。 

３ 「神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の周知活動を推進します。 

警   察 

１ 信号無視、整備不良など危険性、迷惑性の高い運転などの指導取締りを強化します。 

２ 関係機関・団体と連携し、自転車の通行方法に関する周知を推進します。 

３ 参加・体験・実践型の交通安全教育等を積極的に推進します。 

４ 関係機関へ交通事故分析資料等を積極的に提供し、地域等の実態に即した事故防止活動を推進しま

す。 

５ 交通情報板などを活用して、この運動の周知と交通安全の啓発を推進します。 

交 通 安 全 協 会 

１ キャンペーンやイベントなどの開催により、運動への参加・協力を呼びかけるほか、地域や職場等で

の自主的な活動や交通安全講習会への積極的な参加を働きかけます。 

２ はまっ子交通あんぜん教室による児童への安全教育のほか、高齢者などに対する自転車の安全教室

を実施し、自転車のルール・マナーに関する知識を市民に幅広く周知します。 

教 育 関 係 

１ 交通安全教育の推進を図るとともに、校外指導の充実を図ります。 

２ 関係機関・団体と連携して、事例や教材等を活用した効果的な自転車の利用に関する指導の充実を図

ります。 

道 路 管 理 者・鉄 道 事 業 者 

１ 交通安全施設の点検整備を実施するとともに、道路パトロールなどを強化します。 

２ 道路情報板、駅広報、車内広報などを活用して、この運動の周知と交通安全の啓発を推進します。 

地 域 

１ 自転車の危険な運転を見かけたら、地域ぐるみで「ひとこえ」をかけ合いましょう。 

２ 日頃からブレーキや前照灯等の点検整備を励行しましょう。 

３ 万一の事故に備え、必ず自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。 

４ 自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。 

 

横浜市交通安全対策協議会               

（事務局）横浜市道路局交通安全・自転車政策課   
電話０４５(６７１)２３２３  



 目   的 

すべての市民を交通事故から守るために、市民一人ひとりが交通安全について考え、交通ルー

ルを守り、交通マナーの向上に取り組むことを通じて、交通事故防止の徹底を図ります。 

 期   間 

１ 令和５年５月 11 日（木）～５月 20 日（土）の１０日間 

２ 交通事故死ゼロを目指す日  ５月 20 日（土） 

ス ロ ー ガ ン

安 全 は 心 と 時 間 の ゆ と り か ら 

 重  点 

１ 子どもと高齢者を始めとする歩行者の安全確保 

２ 横断歩行者事故等の防止と飲酒運転根絶等の安全運転意識の向上 

３ 自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底 

４ 二輪車の交通事故防止 

◇◇◇令和４年中 市内状態別交通事故発生状況◇◇◇

横 浜 市 交 通 安 全 対 策 協 議 会 

前年比 前年比 件数 前年比 件数 前年比 件数 前年比 件数 前年比 件数 前年比

鶴 見 区 669 94 4 3 46 2 201 18 223 37 206 29 1 -3

神 奈 川 区 363 -113 3 0 11 -20 130 -24 75 -24 114 -47 1 -3

西 区 255 18 3 3 8 -2 78 1 54 15 73 5 1 1

中 区 384 -57 1 -3 18 -7 147 16 91 -11 105 -15 5 1

南 区 328 -33 2 2 16 -8 115 -25 81 -25 129 9 3 1

港 南 区 477 44 2 1 47 14 168 3 102 17 153 24 2 0

保 土 ケ 谷 区 454 0 0 -3 25 4 133 -45 77 8 194 36 2 1

旭 区 528 9 2 1 25 -8 185 22 91 2 193 1 7 5

磯 子 区 311 -56 1 -2 30 1 101 -31 72 -18 107 -36 1 -3

金 沢 区 506 -57 2 1 31 -22 173 -18 154 14 163 -45 2 2

港 北 区 512 -6 2 1 25 -18 141 -2 137 14 152 -8 2 -2

緑 区 371 -20 5 3 28 -13 119 -12 74 -8 104 5 4 0

青 葉 区 543 -70 1 -2 42 4 186 -18 110 -10 150 -9 2 -1

都 筑 区 438 -15 4 1 41 10 132 -4 100 -3 118 -4 3 3

戸 塚 区 514 -126 4 -2 34 0 145 -42 88 -19 189 -49 1 -1

栄 区 193 -9 0 0 10 -2 75 -11 35 2 63 -20 0 0

泉 区 272 7 0 -2 23 2 106 15 65 7 87 -3 0 0

瀬 谷 区 374 -1 2 0 25 -3 136 7 105 -5 117 6 3 0

横 浜 市 内 7,492 -391 38 2 485 -66 2,471 -150 1,734 -7 2,417 -121 40 1

二輪車事故 飲酒運転事故全事故件数 全事故死者数 子どもの事故 高齢者の事故 自転車事故



 

共 通 事 項 

１ 「重点」に基づき、今後の新型コロナウイルス感染症等の状況や、これに伴う市民の交通行動の変

化等を注視しつつ、それぞれの地域等の実態に即した各種交通安全活動を積極的に推進します。 

２ ５月 20 日の「交通事故死ゼロを目指す日」に合わせたキャンペーンなどの開催により、広報啓発

活動を強化し、市民の交通安全意識の向上を図ります。 
****交通事故死ゼロを目指す日**** 

平成20 年から春・秋の全国交通安全運動期間中に「交通事故死ゼロを目指す日」が設けられ、本年は５月20 日

と９月 30 日が「交通事故死ゼロを目指す日」とされています。 

(
 ５月20日には、市民一人ひとりが交通ルールを守り、一層 

交通事故に注意して、交通事故死「ゼロ」を目指しましょう。) 
横 浜 市 ・ 区 

１ 地域の交通事故実態に即した交通安全運動の推進計画を策定するとともに、関係機関・団体との連

携を密にして、この運動を推進します。 

２ 各種メディアを活用して、運動の周知と広報啓発を推進します。 

３ 参加体験型の交通安全教室を開催し、効果的な交通安全教育を推進します。 

４ 衝突被害軽減ブレーキ、ペダル踏み間違い急発進抑制装置等の搭載された、安全運転サポート車（略

称：サポカー）の普及啓発等を図ります。 

警 察 

１ 交通事故に直結する悪質性・危険性・迷惑性の高い違反やスクールゾーン等を中心とする指導取締

りを強化します。 

２ 子どもや高齢者に対する街角アドバイスを強力に推進します。 

３ 各重点に的を絞った交通安全教育等を積極的に推進します。 

４ 関係機関・団体へ交通事故分析資料等を積極的に提供し、地域実態に対応した事故防止活動を推進

します。 

５ 交通情報板などを活用して、この運動の周知と交通安全の啓発を推進します。 

交 通 安 全 協 会 

１ キャンペーンやイベントなどの開催により、広報啓発活動を強化することにより、運動への参加・

協力を呼びかけるほか、地域や職場等での自主的な活動や交通安全講習会への積極的な参加を働きか

けます。 

２ はまっ子交通あんぜん教室、チャイルドシート着用教室や自転車交通安全教室を実施し、交通事故

から子どもを守る取組を推進します。 

教 育 関 係 

１ スクールゾーン等を中心に、子どもの安全な通行を確保するための安全点検を実施します。 

２ 交通安全教育の推進を図るとともに、校外指導の充実を図ります。 

３ 自転車・二輪車の安全な利用に関する指導の充実を図ります。 

道 路 管 理 者・鉄 道 事 業 者 

１ 交通安全施設の点検整備を実施するとともに、道路パトロールなどを強化します。 

２ 道路情報板、駅広報、車内広報などを活用して、この運動の周知と交通安全の啓発を推進します。 

地 域 

１ 子どもや高齢者の横断を見かけたら、思いやりの気持ちをもって声をかけたり、手をさしのべたり

しましょう。 

２ ニュースや新聞を素材に、飲酒運転による事故の悲惨さと責任の重大さを家族で話し合い「しな

い、させない、ゆるさない」を徹底しましょう。 

３ 自転車に乗るときは乗車用ヘルメットを着用しましょう。 

４ 二輪車を運転するときはヘルメットやプロテクターを正しく着用し夜間走行時は反射材を効果的に

活用しましょう。 
横浜市交通安全対策協議会               

（事務局）横浜市道路局交通安全・自転車政策課   
電話０４５(６７１)２３２３  



 
 
 
 

自治会町内会長 各位 

栄区連合町内会事務局長 

（栄区地域振興課長） 

令和５年度自治会町内会ガイドブックの配布について 

時下 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、自治会町内会活動を支援させていただくため、「令和５年度自治会町内会ガイ

ドブック」を作成いたしましたので、ご活用いただきますようお願いいたします。 

１ 配布物 

令和５年度自治会町内会ガイドブック １部 

※追加での配布を希望する場合には、担当までご連絡ください。

※本ガイドブックは栄区連合町内会ホームページに掲載しております。

◆栄区連合町内会ホームページ https://www.sakae-kurenkai.net/

担当 栄区連合町内会事務局（栄区地域振興課内） 

野本、三國 

電話 894-8391 FAX894-3099 

Ｅメール sa-chishin@city.yokohama.jp 
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【栄区】令和４年４月１日～令和５年３月31日の家庭ごみ収集量

1 【単位：ｔ】

2 【単位：ｔ】

3 【単位：ｔ】　プラスチック製容器包装

▲2.4%

▲3.7%

18区合計

令和３年度
増減

量 比

52,107

1,825

53,984

▲ 56

▲ 1,877

▲3.0%

▲3.5%

1,770

令和４年度

栄  区

▲2.3%

栄  区

18区合計

令和４年度

1,736

56,992

▲ 42

▲ 2,096

　缶・びん・ペットボトル

18区合計

令和３年度
増減

量 比

1,694

54,897

令和４年度 栄区の家庭ごみ収集量の実績（速報値）について

　区民の皆様には、日頃から、ごみの分別や減量にご協力いただき、ありがとうござい
ます。
  栄区の令和４年度の家庭ごみ収集量は、いずれも前年に比べ減少しています。
  燃やすごみは、220トン、率にして1.2％減少、缶・びん・ペットボトルは、42トン、
率にして2.4％減少、プラスチック製容器包装は、56トン、率にして3.0％減少しまし
た。
　これからの季節は、庭の剪定枝や雑草などが、燃やすごみとして多く出されます。集
積場所にはすぐに出さずに、２～３日置いていただけると、自然乾燥して水分が減少し
ます。
  今後も引き続き、分別の徹底と水切りにご協力をよろしくお願いいたします。

547,065

量

▲ 220

▲ 12,520

増減

　燃やすごみ

栄  区

令和４年度

17,983

比

▲1.2%

534,545

令和３年度

18,204
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令和４年度 家庭ごみ収集量の実績（速報値）について 

 

 

 

１ 家庭ごみ収集量 

 

家庭ごみ収集量     【単位：トン】         

 
燃やすごみ 

缶・びん・ 

ペットボトル 

プラスチック製

容器包装 

令和４年度 534,545 54,897 52,107 

令和３年度 547,065 56,992 53,984 

増減 
▲12,520 

(▲2.3％) 

▲2,096 

(▲3.7％) 

▲1,877 

(▲3.5％) 

 

 

２ 令和５年度に向けて 

ごみ処理は市民生活に必要不可欠な業務であり、決して止めることはできま

せん。今後も引き続き、市民の皆様が日常生活を安心して送ることができるよ

う、しっかりとごみ処理を継続してまいります。 

また、現在、新たな一般廃棄物処理基本計画の策定に向けて検討を進めてい

るところです。今後、内容がまとまりましたら、市民の皆様にご説明させてい

ただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当：資源循環局政策調整課 

電 話：6 7 1 - 2 5 0 3 

Ｆ Ａ Ｘ：5 5 0 - 4 2 3 9 

Ｅメール：sj-seisaku@city.yokohama.jp 

市連会４月定例会説明資料 

令 和 ５ 年 ４ 月 1 2 日 

資 源 循 環 局 政 策 調 整 課 

 



各　種　団　体　名  役　職　名
就　任　者
(敬称略)

理　　事 田　中

評　議　員 横　川　・　山　田

支　会　長 細　田

副　支　会　長 山　田　・　指　田

田　中　・　芦　川

横　川　・　黒　木

  栄区社会福祉協議会
さかえふれあい助成金

配分審査会
委　員 細　田　・　芦　川

副　委　員　長 田　中

監　事 黒　木　・　芦　川

細　田　・　山　田

横　川　・　指　田

  栄区社会福祉協議会
ボランティアセンター運営委員会

委　員 横　川

副　会　長 細　田

監　事 黒　木

副　会　長 芦　川

委　員 黒　木

会　長 指　田

委　員 山　田

会　長 横　川

副会長 指　田

NPO法人さかえ区民活動支援協会 理　事 田　中

栄交通安全協会 理　事 指　田

読書活動推進連絡会議 委　員 横　川

栄区更生保護協会

  栄区明るい選挙
推進協議会

栄区地域と学校の協働事業推進協議会

栄防犯協会

令和５年度 各地区連合町内会長の兼務する各種団体の委員等

栄区社会福祉協議会

  神奈川県共同募金会
栄区支会

委 　員

日本赤十字神奈川県支部
横浜市地区本部
栄区地区委員会

委　員
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各地区連合町内会長 

栄区連合町内会事務局長 

（栄区地域振興課長） 

新任自治会町内会長、同副会長研修会の出前講座形式での実施について（依頼） 

日頃より地域活動の推進を通じ、地域の活性化や区民の皆様の生活の向上に御尽力を賜

り厚く御礼申し上げます。 

さて、例年、新任の自治会町内会長及び副会長を対象に研修会を開催しておりますが、 

令和５年度につきましては、昨年度と同様に、区の職員が地域に伺い、自治会町内会に

おける活動の意義や各種申請のポイントをお伝えする形式で開催いたしますので、次のと

おりご案内いたします。 

１ 研修内容 

（１）テーマ

ア 自治会町内会における活動の意義

イ 区役所地域振興課への各種申請のポイント

※上記アまたはイ、もしくは両方のいずれか等、ご要望に応じて対応します。

（２）受講対象者

自治会町内会の会長等に新たに着任された方

（３）所要時間

最大１時間程度

２ 実施期間 

  令和５年５月８日（月）～ 令和５年５月 31日（水） 

３ 申込方法 

・原則として、地区連合町内会でとりまとめて申請くださいますようお願いいたします。 

・開催を希望される日の概ね１週間前までに、E-mail、郵送、FAXのいずれかの方法で下

記担当へ別添「申請書」により申し込みください。

・お手数をおかけしますが、会場は各地区連合町内会でご用意いただくよう、お願いい

たします。

【担当】栄区地域振興課地域活動係 

野本、三國 

住所：〒247-0005 横浜市栄区桂町 303-19 

E-mail：sa-chishin@city.yokohama.jp

電話 ：045-894-8391 FAX：045-894-3099

区連会４月定例会説明資料 

令 和 ５ 年 ４ 月 2 0 日 

栄 区 地 域 振 興 課 

資料Ｎｏ. 27
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新任自治会町内会長、同副会長研修会 

出前講座 申請書 
 

開催を希望される日の概ね１週間前までに、E-mail、郵送、FAXのいずれかの方法で申請書をご

提出ください。 

 

【実施期間】令和５年５月８日（月）～ 令和５年５月 31日（水） 

 

申込者 

 

地区連合町内会名 

 

 

 

 

担当者氏名 

 

 

 

 

講座希望 

日時 
 

地区でとりまとめた希望

開催日程の記載を 

お願いします。 

第１希望：令和５年 月 日（ ）  時  分～  時  分 

第２希望：令和５年 月 日（ ）  時  分～  時  分 

第３希望：令和５年 月 日（ ）  時  分～  時  分 

開催場所（住

所） 
 

希望する 

講座内容 

該当する内容にチェックをお願いします。 

 □ 自治会町内会における活動の意義 

□ 区役所地域振興課への各種申請のポイント 

参加人数       名 
 

※１ E-Mailでお申し込みされる場合は、件名を「自治会町内会長研修会申し込み」とし、 

メール本文に上記内容をご記入ください。 

※２ 実施期間内での開催が難しい場合は、下記担当へご相談ください。 

※３ 地区連合単位での開催日に参加できない自治会町内会につきましては、下記担当へご相談く 

  ださい。 

 
【提出先】栄区地域振興課地域活動係 野本、三國あて 

住 所：〒247-0005 横浜市栄区桂町 303-19 

E-mail：sa-chishin@city.yokohama.jp 

電 話 ：045-894-8391 ＦＡＸ：045-894-3099 
 

mailto:sa-chishin@city.yokohama.jp


令和４年度 栄区連合町内会 事業報告書（案） 

項  目 実施内容 

１ 定例会議 ○栄区連合町内会定例会（区連会）

年 10回開催 

（原則 13時 30分～15時 00分開催）（８月及び 12月は休会） 

令和４年４月 20日（水）、５月 20日（金）、６月 20日（月）、７月 20日（水）、 

９月 20日（火）※台風第 14号の影響により書面開催 

10月 20日（木）、11月 21日（月）、 

令和５年１月 20日（金）、２月 20日（月）、３月 20日（月） 

２ 研修会 ○新任自治会町内会長、同副会長研修会

・５月中

・各地区連合単位で出前講座方式による実施

・主な対象者：令和４年度から新たに自治会町内会長または副会長になられた

方、令和２・３年度に自治会・町内会長または副会長になられ、研修会の受講

を希望される方

〇各種団体合同研修会【新型コロナウィルス感染状況を考慮し中止】 

３ 新年懇談会 ○新年懇談会の開催

・令和５年１月 20日（金）（会費制）

【新型コロナウィルス感染状況を考慮し中止） 

４ 加入・ 

活性化 

促進事業 

○栄区民まつりでのＰＲ

・令和４年 11月５日（土）

○区内イベントへの協賛

・令和４年 11月５日（土）栄区民まつり

・令和５年１月初旬 栄区民ロードレース大会

・令和５年３月中旬 栄区中学校対校駅伝大会（※）

・令和５年３月中旬 SAKAE ヤングフェスティバル（※）

※中学校対校駅伝及び SAKAE ヤングフェスティバルの協賛金については、令

和元年度分の繰越 

○加入促進啓発

・ポスター掲出

令和５年２月 13日～令和５年３月 26日 JR大船駅構内にて掲出

・動画放映

令和５年３月１日～令和５年３月 31日

区役所本館１階入口及び戸籍課待合室のサイネージにて放映

○栄区連合町内会ホームページの運用

○加入受付・取次ぎ、転入者へのパンフレット配布

・通年

５ 諸支出金 ○横浜市社会福祉協議会会費

資料No.28



収入合計額 2,007,090 円

支出合計額 1,679,966 円

 差引残高 327,124 円
（市への返還金　327,124円）

１　収入の部

予算額 決算額 差額

2,000,000 2,000,000 0

(1)団体運営費 1,100,000 1,100,000 0

(2)加入・活性化
促進事業費 900,000 900,000 0

10 451 441

6,639 6,639 0

2,006,649 2,007,090 441

２　支出の部 ※加入・活性化促進事業費分

予算額 決算額 差額

43,200 38,520 4,680

(1)会議費 43,200 38,520 4,680

116,000 100,210 15,790

(1)消耗品費 50,000 100,210 △ 50,210

(2)通信費 62,000 0 62,000

(3)使用料 4,000 0 4,000

620,000 538,862 81,138

(1)アルバイト費 620,000 538,862 81,138

1,220,810 995,735 225,075

・新任自治会町内会長等研修会（ガイドブック） 0

※各種団体合同研修会【中止】 0

※区民まつり広告協賛 50,000

※ロードレース広告協賛 30,000

※ヤングフェスティバル広告協賛【令和元年度協賛済】 0

※中学校対校駅伝大会広告協賛【令和元年度協賛済】 0

※加入促進啓発物品作成(マップ・駅広告) 809,820

※ホームページ運用経費 89,760

(2)諸支出金 10,152 16,155 △ 6,003

6,639 6,639 0

(1)戻出 6,639 6,639 0

0 0 0

(1)予備費 0 0 0

市への返還金 （令和３年度分）

６　予備費

合　　計 2,006,649 1,679,966 326,683

(1)事業費 1,210,658 979,580 231,078

５　戻出

負担金等

３　人件費

定例会開催回数減少に伴う事務減少による

４　事業費

１　会議費

定例会書面開催に伴うお茶代の減

２　事務費

４　繰越金 市への返還金（令和３年度分）

合　　計

項　　目 説　　明

１　補助金

２　雑収入 利息、過払い金

令和４年度　栄区連合町内会
収　支　決　算　書

自　令和４年４月１日
至　令和５年３月31日

項　　目 説　　明



収入合計額 148,205 円

支出合計額 0 円

差引残高 148,205 円

１　収入の部

予算額 決算 差額 説　　明

84,000 84,000 0 12千円×７人

２　負担金 302,000 0 302,000 各種団体合同研修会中止による

64,205 64,205 0

1 0 1 利息

450,206 148,205 302,001

２　支出の部

予算額 決算 差額 説　　明

386,000 0 386,000

(1)懇談会費 70,000 0 70,000 ５月、１月（予定）

(2)慶弔費 14,000 0 14,000

(3)その他 302,000 0 302,000 各種団体合同研修会中止のため

22,000 0 22,000

(1)事務費 22,000 0 22,000

42,206 0 42,206

(1)予備費 42,206 0 42,206

450,206 0 450,206

4　雑収入

３　繰越金

３　予備費

２　事務費

合　　計

合　　計

項　　目

１　事業費

項　　目

１　会費

令和４年度　栄区連合町内会
収　支　決　算　書    【その他事業分】

自　令和４年４月 １日
至　令和５年３月31日



令和５年度 栄区連合町内会 事業計画書（案） 

 

項  目 実施内容 

１ 定例会議 ○栄区連合町内会定例会（区連会） 

年 10回開催 

（原則 13時 30分～15時 00分開催）（８月及び 12月は休会） 

令和５年４月 20日（木）、５月 22日（月）、６月 20日（火）、７月 20日（木）、 

９月 20日（水）、10月 20日（金）、11月 20日（月）、 

令和６年１月 22日（月）、２月 20日（火）、３月 21日（木） 

２ 研修会 ○新任自治会町内会長、同副会長研修会 

・５月中 

・各地区連合単位で出前講座方式による実施 

・主な対象者：令和５年度新任自治会町内会長または副会長 

〇各種団体合同研修会 

３ 新年懇談会 ○新年懇談会の開催 

 ・令和６年１月 22日（月）（会費制） 

４ 加入・ 

活性化 

促進事業 

○栄区民まつりでのＰＲ 

 ・令和５年 11月４日（土） 

○区内イベントへの協賛（令和５年４月 20日現在の予定） 

 ・令和５年 11月４日（土）栄区民まつり 

 ・令和６年１月初旬 栄区民ロードレース大会 

 ・令和６年３月中旬 栄区中学校対校駅伝大会 

 ・令和６年３月中旬 SAKAE ヤングフェスティバル 

○加入促進啓発 

 ・動画放映 

  令和５年４月１日～令和５年４月 28日 

  区役所本館１階入口及び戸籍課待合室のサイネージにて放映  

○栄区連合町内会ホームページの運用 

○加入受付・取次ぎ、転入者へのパンフレット配布 

・通年 

５ 諸支出金 ○横浜市社会福祉協議会会費 



収入合計額 円

支出合計額 円

差引残高 円

１　収入の部

本年度予算額 前年度予算額 比較増△減 前年度決算額 説　　明

2,000,000 2,000,000 0 2,000,000

(1)団体運営
費

1,100,000 1,100,000 0 1,100,000

(2)加入・活性
化促進事業費

900,000 900,000 0 900,000

11 10 1 11 利息

0 6,639 △ 6,639 0 市への返還金（令和４年度分）

2,000,011 2,006,649 △ 6,638 2,000,011

２　支出の部 ※加入・活性化促進事業費分

本年度予算額 前年度予算額 比較増△減 前年度決算額 説　　明

43,200 43,200 0 38,520

(1)会議費 43,200 43,200 0 38,520 定例会お茶代

116,000 116,000 0 100,210

(1)消耗品費 80,000 50,000 30,000 100,210 事務用品等の購入

(2)通信費 32,000 62,000 △ 30,000 0

(3)使用料 4,000 4,000 0 0

752,000 620,000 132,000 538,422

(1)ｱﾙﾊﾞｲﾄ費 752,000 620,000 132,000 538,422 定例会事務、自治会・町内会からの相談対応等
区連会ホームページ更新業務によるアルバイト費の増額

1,088,811 1,220,810 △ 131,999 995,735

※研修会費　 　　　　　　　　　　　　　　33,659

※イベント広告協賛 　　　　　　　　  145,000
※加入促進リーフレット・物品作成 800,000
※ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運用経費        　 　　 100,000

(２)諸支出金 10,152 10,152 0 16,155 負担金等

0 6,639 △ 6,639 6,639

(1)戻出 0 6,639 △ 6,639 6,639 市への返還金（令和４年度分）

0 0 0

(1)予備費 0 0 0 0

2,000,011 2,006,649 △ 6,638 1,679,526

令和５年度　栄区連合町内会
収　支　予　算　書　   【補助金事業分】

自　令和５年４月 １日
至　令和６年３月31日

2,000,011
2,000,011

0

項　　目

１　補助金

２　雑収入

４　繰越金

合　　計

項　　目

１　会議費

２　事務費

３　人件費

４　事業費

(1)事業費

合　　計

1,078,659 1,210,658 △ 131,999 979,580

５　戻出

６　予備費



収入合計額 円

支出合計額 円

差引残高 円

１　収入の部

本年度予算額 前年度予算額 比較増△減 前年度決算額 説　　明

84,000 84,000 0 84,000 12千円×７人

２　負担金 302,000 302,000 0 0 各種団体合同研修会

148,205 64,205 84,000 64,205

1 0 1 1 利息

534,206 450,205 84,001 148,206

２　支出の部

本年度予算額 前年度予算額 比較増△減 前年度決算額 説　　明

386,000 386,000 0 0

(1)懇談会費 70,000 70,000 0 0 ５月、１月（予定）

(2)慶弔費 14,000 14,000 0 0

(3)その他 302,000 302,000 0 0 各種団体合同研修会

22,000 22,000 0 0

(1)事務費 22,000 22,000 0 0 郵券、封筒等

126,206 42,206 84,000 0

(1)予備費 126,206 42,206 84,000 0

534,206 450,206 84,000 0

令和５年度　栄区連合町内会
収　支　予　算　書    【その他事業分】

自　令和５年４月 １日
至　令和６年３月31日

534,206
534,206

0

項　　目

１　会費

３　繰越金

4　雑収入

合　　計

項　　目

１　事業費

２　事務費

３　予備費

合　　計



令和４年度栄区連合町内会後援・協賛行事について（報告） 

令和４年度に栄区連合町内会が後援・協賛した行事について報告します。

【後援】 ※全て栄区役所も後援をしている行事です。

団体名 行事名 開催日 場所 

栄フィルハーモ 

ニー交響楽団

栄フィルハーモニー交

響楽団ファミリープチ

コンサート

令和４年６月 19日（日） 
あーすぷらざ 

プラザホール 

社会福祉法人 横浜市栄

区社会福祉協議会 

第３回栄区フードパン

トリー
令和４年７月 30日（土） ピアハッピィ栄

栄区文化協会 栄区民芸術祭 2022 
令和４年 10 月 18 日（火）～

令和４年 11月 20日（日） 

栄区民文化センターリリ

ス、かながわプラザ

栄フィルハーモニー交響

楽団 

栄フィルハーモニー交

響楽団 第 66回定期演

奏会 

令和４年 11月６日（日） 鎌倉芸術館 大ホール 

 社会福祉法人 横浜市

栄区社会福祉協議会 

第４回栄区フードパン

トリー
令和４年 12月３日（土） ピアハッピィ栄 

栄区三曲協会 
第 36回栄区三曲協会演

奏会 
令和４年 12月４日（日） 

栄区民文化センターリリ

ス 

栄区子ども会連絡協議会 
第 33回「栄区子ども会

書道展」 

令和５年２月 11日（土）～

２月 12日（日） 
栄区社会福祉協議会内 

栄区文化協会 さかえ春の文化祭 
令和５年２月 16日（木）～

令和５年３月 12日（日） 

栄区民文化センターリリ

ス 

栄フィルハーモニー交響

楽団 

栄フィルハーモニー交

響楽団 第 67回定期演

奏会 

令和５年３月 19日（日） 鎌倉芸術館 大ホール 

栄区舞踊協会 第 38回 舞踊の会 令和５年３月 25日（土） 栄公会堂 

資料№ 29

区連会４月定例会資料 

令和５年４月 20 日 

区 連 会 事 務 局 

裏面あり



【協賛】 

団体名 行事名 開催日 内容 

栄区民まつり実行委員会 第 23回栄区民まつり 令和４年 11月５日（土） 協賛金 50,000円 

栄区民ロードレース大会 
第 33回栄区民ロードレ

ース大会 
令和５年１月 14日（土） 協賛金 30,000円 

SAKAE ヤングフェスティバ

ル実行委員会 

SAKAE ヤングフェステ

ィバル 
令和５年３月 19日（日） 

協賛金 15,000円 

※令和元年度は協賛金支

出後に新型コロナウイル

スで中止となり、協賛金

を繰り越したため、令和

４年度は支出なし 

栄区中学校対抗駅伝大会

実行委員会 

栄区中学校対抗駅伝大

会 
令和５年３月 19日（日） 

協賛金 50,000円 
※令和元年度は協賛金支

出後に新型コロナウイル

スで中止となり、協賛金

を繰り越したため、令和

４年度は支出なし 
 
 

 担当 栄区連合町内会事務局（栄区地域振興課内） 

野本、三國 

電話 894-8391 FAX894-3099 

Ｅメール sa-chikatsu@city.yokohama.jp 
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